
当該対象経費の規定には「林業労働従事者の確保を推進するための経費」とだ

け定められ、その対象範囲が曖昧である。実際には、山梨県林業労働センターの

事務費がその範囲であると思われるが、だとしたら、対象範囲を林業労働センタ

ーの事務費と規定した方がよいと思われる。 

 

（参考）林業労働センター 

「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき知事が指定する林業労働力

確保支援センターで、林業事業主の行う雇用管理の改善や事業の合理化並びに新

たに林業に従事しようとする人達の就業を支援する組織。 

 

NNoo..3344..  【意見事項】直近年度実績に基づく予算策定について  

森林整備担い手対策事業費(基金事業)の予算策定において、所要業務日数を

算定するに当たっては、直近年度の所要日数を根拠に予算策定すべきものと

考える。 

 

（現状） 

令和 5 年度山梨県森林整備担い手対策事業費実績書は、以下のとおりとなって

いる。 

「山梨県森林整備担い手対策事業費補助金交付要綱」別表 

 

 

別表 5 林業労働従事者確保育成推進事業の補助対象経費は、「林業労働従事者

の確保を推進するための経費」とあり、補助率は 100％となっている。 

 

（問題点及び改善策） 

山 梨 県 公 報 号 外  第 十 八 号 令 和 七 年 四 月 三 十 日 八 五



いての予算は、林業労働センターの労務費から一般社団法人山梨県森林協会業務

と全国森林組合連合会受託事業の費用を差し引いて、それに事業主負担の社会保

険料と諸管理費を加算して算定している。 

その労務費の算定の際、総括・総務業務の労務費につき、事務局長と職員の業

務日数に、(R5 当初予算日額給与)を乗じることで、計算している。 

当該業務日数は、平成 26 年度実績値の所要時間、文書数に基づいて算定され

ており、今から約 10 年前の実績に基づいて算定されている。 

 

（問題点及び改善策） 

当該業務に要する業務日数の実績が、約 10 年前の実績にもとづいて算定され

ているのは、多少年月が経ちすぎている。 

森林整備担い手対策事業費(基金事業)の予算策定において、所要業務日数を算

定するに当たっては、直近年度の所要日数を根拠に予算策定すべきものと考え

る。 

 

NNoo..3355..  【意見事項】実際に業務に要した日数に基づいた実績報告について  

山梨県森林整備担い手対策事業費補助金交付に当たり、林業労働センターの

事務費の当該業務に関わった人件費の算定において、実際に業務に要した日

数に基づいた実績報告をもって精算されたい。  

 

（現状） 

令和 5 年度山梨県森林整備担い手対策事業費の実績報告書の、「5．林業労働従

事者確保育成推進事業」林業労働センター事務費についての実績値算定につき、

人件費の内、総括・総務業務が予算策定上使用された予算額がそのまま、実績値

として報告されている。 

予算上、総括・総務業務の人件費として、1,426,228 円計上されているが、1

円違わず、同額が実績値として計上されている。 

 

 

 

 

 

上記は、令和 5 年度山梨県森林整備担い手対策事業費の実績報告書であるが、

その中の「5．林業労働従事者確保育成推進事業」林業労働センター事務費につ
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総括・総務業務に関しては、実際に所要日数が予算時と同日数であったかもし

れないが、その実績報告はない。 

山梨県森林整備担い手対策事業費補助金交付に当たり、林業労働センターの事

務費の当該業務に関わった人件費の算定において、実際に業務に要した日数に基

づいた実績報告をもって精算されたい。 

 

NNoo..3366..  【意見事項】労務費算定についての合理的な計算方法に基づく報告に
ついて  

林業労働センターに関する労務費の算定に当たり、当該従事者の人件費総額

を、総労働日数に対する当該事業の労働従事日数の割合で算定した金額を実

績として用いるなど、合理的な計算方法で報告するよう改善されたい。  

 

（現状） 

前述のように、令和 5 年山梨県森林整備担い手対策事業費の実績報告書におい

て、その中の「5．林業労働従事者確保育成推進事業」林業労働センター事務費

についての予算は、林業労働センターの労務費から一般社団法人山梨県森林協会

業務と全国森林組合連合会受託事業の費用を差し引いて、それに事業主負担の社

会保険料と諸管理費を加算して算定している。 

しかし、その実績の報告に当たり、林業労働センターに関する労務費の計算に

おいて、合理性を欠いた計算によっている。つまり、当該従事者は、「林業労働

従事者確保育成事業」以外にも、雇用管理改善や、林業就業支援講習など一般社

団法人山梨県森林協会業務なども行っているが、当該林業労働センターに関する

労務費の算定方法は、当該他業務から収受した人件費相当分の補助金を差し引い

て計算している。 

 

（問題点及び改善策） 

林業労働センターに関する労務費と言いながら、他事業の人件費補助で穴埋め

されない人件費の残りを当該事業の実績としているが、適切な事務であるとは言

い難い。これだと、事業の実績の把握が困難で、当該事業の評価も適切に実施で

きない。 

 

 

（問題点及び改善策） 

実績の報告書には、当該業務に要した実績日数の報告があるわけでもなく、予

算数値ありきの実績報告であることが問題である。 

予算策定時においては、上記で記述したとおり、令和 5 年度当初予算日額給与

に、当該業務に要する所要日数（平成 26 年度実績値の所要時間、文書数）を乗

じて計算した人件費 1,426,228 円を計上している。 

そして、実績報告書においては、当該金額同額を実績値として報告している。 

林業労働従事者確保育成推進事業 （単位：円）
R5年度 R5年度

①林業労働センターの事務費 予算 実績
補助率積算内容
100% 労務費

雇用改善担当 支給合計 3,762,614 4,366,264
社会保険料事業主負担 589,852 999,700
雇用保険等 33,938 4,386,404 -38,933

臨時職員(社会保険料事業主負担込) 2,820,020
総括・総務 (R5当初予算日額給与) 所要日数（＊１）

事務局⻑ 24864円 25日 621,600
職員A 17978円 20日 359,560
職員B 16484円 27日 445,068

1,426,228 1,426,228
① 8,632,652

一社）山梨県森林協会業務 ② 2,027,068
「緑の雇用」[森林の仕事エリアガイダンス]
(全国森林組合連合会受託事業) ③ 56,000

差引 ④＝①−②−③ 6,549,584

振込手数料 62,549
郵送代 8,400
電話代 41,488
PCリース代(２台) 68,688
消耗品費 195,000
管理費等 ⑤ 1,179,070 1,246,861

④+⑤ 8,104,779 8,000,120
↓

＊１）：所要日数は、平成２６年度実績値の所要時間、文書数に基づいて算定。 実績報告額
8,000,044
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33..22..1199..  森森林林のの担担いい手手づづくくりり強強化化対対策策事事業業費費（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

（1）森林の担い手ステップアップ事業 

林業に関する総合的な指導能力を有する現場管理責任者の育成強化を図

るための「現場管理責任者育成研修」の開催。 

（2）林業経営体経営力向上事業 

林業就業者の所得向上を図るための経営者を対象にした「林業経営体経

営力向上研修」の開催。 

（3）やまなしの林業魅力発信事業 

林業への就業希望者の拡大を図るための「森林・林業体験ツアー」の開

催と、林業への就業に意欲のある者に対し、林業の具体的な業務内容や職

場環境などを知る機会を提供するためのインターンシップを実施した林業

経営体に対する報酬の支払い。 

  

【目的・法令根拠等】 

林業に関する総合的な指導能力を有する現場管理責任者の育成強化を図り、就

労者の技術向上を促進するとともに、意欲と能力のある林業経営体に集中して経

営力向上に向けた取組を行い収益性の向上を図ることを目的とした事業である。 

 また、就業者の年齢構成の平準化に向け情報発信力を強化し、広く就業者の確

保を図ることを目的とした事業である。 

〈経緯〉 

 山梨県の森林において民有林内の人工林の約 7 割が木材として利用可能とな

り、本格的な伐採期を迎えている中、民有林整備の中核を担う森林組合では、従

来からの造林・保育が業務の主体となっており、1 組合当たりの生産量が全国平

均の 5 分の 1 程度と、収益向上につながる木材生産への事業拡大が遅れている。 

 そのような中、持続可能な林業経営を実現し、林業の成長産業化と森林資源の

適切な管理の両立を図る「新たな森林管理システム」が平成 31 年 4 月から導入

されたことから、その担い手となる林業経営体の強化や人材の確保・育成が必要

となっている。 

〈財源〉 

 森林環境譲与税基金 

（令和 6 年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として 1 人年額

1,000 円を、森林環境税として、市町村が賦課徴収し、国は当該税収を財源とし

て、「森林環境譲与税」として、市町村による森林整備の財源として、市町村と

労務費の算定に当たり、当該従事者の人件費総額を、総労働日数に対する当該

事業の労働従事日数の割合で算定した金額を実績として用いるなど、合理的な計

算方法で報告するよう改善されたい。 
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33..22..2200..  ししいいたたけけ原原木木等等確確保保資資金金貸貸付付金金（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

山梨県特用林産協会を通じて各森林組合にしいたけ原木等の確保に必要な資金

の貸付を行う。 

⑴貸付先 

山梨県特用林産協会 

⑵貸付期間 

1 年(単年度) 

 

【目的・法令根拠等】 

木材価格の長期低迷などにより林業の収益性が著しく低下するなか、山村地域

の所得向上を図るため、特用林産の振興を図る必要がある。 

しいたけ等のきのこ栽培に必要な優良原木等の確保と安定供給を図る。 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：4,000 千円 

 決算額 ：4,000 千円 

 

【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者に対する質問 

・関連資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 

  

都道府県に対して、一定の基準で按分して譲与する。森林環境譲与税は、森林環

境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、都道府県においては森林整備を

実施する市町村の支援等に関する費用や人材育成・担い手の確保、木材利用の促

進や普及啓発等の施策に充てることとされている。 

本事業は、山梨県に譲与された森林環境譲与税を財源として実施するものであ

る。） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：4,253 千円 

決算額 ：3,903 千円 

 

【具体的な目標】 

 具体的な数値目標等はなし。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者へのヒアリング 

・関係書類の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..3377..  【意見事項】ツアー参加者の林業への就業状況等の事業成果の測定に

ついて  

「森林・林業体験ツアー」への参加者について、実際の林業への就業者や就業

率などを検証し、事業成果の確認をしておくことが望まれる。  

 

（3）やまなしの林業魅力発信事業については、「森林・林業体験ツアー」に参

加した学生、一般人について、今後、実際の林業への就業者や就業率などを検証

し、事業成果の確認をしておくことが望まれる。特に、森林環境譲与税を財源と

していることから、支出が適正かどうかについて検証が必要とされる。 
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【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：180,000 千円 

 決算額 ：112,000 千円 

 

【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者に対する質問 

・関連資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 

  

33..22..2211..  県県産産材材流流通通活活性性化化事事業業資資金金貸貸付付金金（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

県内 3 原木市場（山梨県森林組合連合会（以下「県森連」という。）、甲斐東部

材産地形成事業協同組合、南部町森林組合）等への県産材流通活性化のため、運

転資金を貸し付ける事業。 

 

⑴貸付先 

県森連(他は県森連から転貸) 

⑵利率 

年 1.8％ 

⑶期間 

1 年 

⑷内容 

①売掛債権取引制度 

原木販売時に、購入者から売掛金回収に要するタイムラグ解消のための資金 

②内渡金制度 

原木出材者に対し、出材した原木を担保に内渡金による売買成立までの代替

え払い資金 

③集荷配達制度 

運送業者と原木集出荷の通年契約を行い、運送経費の低コスト化を図るため

の経費 

④市場機能制度 

原木を径級別に仕分けるはい積みを行う人件費や燃料費等 

⑤カラマツ等流通促進資金制度 

森林組合等に対するカラマツ等原木の購入・出荷のための経費の貸付 

 

【目的・法令根拠等】 

（目的） 

県内 3 流域ごとに配置されている原木市場等の機能を強化し、出材取引量を増

加させる。特に県森連原木市場には、県産カラマツ材等の流通を促進するため、

カラマツ等流通促進資金を貸し付ける。 

（法令根拠等） 

県産材流通活性化事業資金借用証書・特約事項 
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〈財源〉 

森林環境譲与税基金 

（詳細については、「森林の担い手づくり強化対策事業費」における説明を参

照） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：2,000 千円 

決算額 ：1,747 千円 

 

【具体的な目標】 

 具体的な数値目標等はなし。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者へのヒアリング 

・関係書類の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..3388..  【意見事項】将来施策に向けた応募事業者数低迷の原因分析について  

今後、県産材の海外マーケット向けの販促事業を再開する場合は、今回応募者

数が低迷したことについてその原因の分析把握をされたい。  

 

県産材販路開拓事業については、令和 5 年度は、補助事業への応募事業者が無

かったことから当該予算分を減額補正されており、当該事業は令和 5 年度をもっ

て廃止されている。今後の国内外の木材市況の状況次第ではあると思われるが、

今後、県産材の海外マーケット向けの販促事業を再度実施する際には、今回の実

施事業にて応募事業者数が低迷した原因等を分析把握し、活かすこととされた

い。 

  

33..22..2222..  ややままななししのの木木ママーーケケッットト開開拓拓事事業業費費〔〔BP 枠枠〕〕（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

（1）県産材需要拡大推進事業 

東京圏への販路拡大のために、県産材を用いた木塀などの外構製品や建

物の内装製品等の PR 用試作品の作成や、作品の PR 活動経費（出展料）等

に対して補助するもの。 

（2）県産材販路開拓事業 

海外への販路開拓のために、県産材製品を取り扱う事業者による県産材

製品の海外の展示会への出展に対して補助するもの。 

 

【目的・法令根拠等】 

〈目的〉 

東京圏への販路拡大には、ニーズに合った製品が不可欠であるが、製品開発

には一定のコストが必要であるほか、契約につなげるためには民間主導の商業

ベースでの展示会等における PR が必要になり、展示会の出展には、高額な出

展料を伴うなど、県内事業者にとって大きな負担となっていることから、それ

らの費用の補助を行う。 

また、海外販路開拓に興味を示す県内事業者は存在するが、商機の有無、相

手方との商取引のルールやリスクといった輸出に関する情報及びノウハウが不

足しており、実際に県産材の輸出の事業化はほとんど進んでいないことから、

海外の展示会への出展費用の補助を行う。 

〈経緯〉 

 令和元年度の森林環境譲与税の交付開始などを背景に、東京都ではブロック

塀から木塀への代替対策や国産木材利用拡大事業の予算の確保がなされるな

ど、国産木材利用への需要が高まっているが、県産材の販路は脆弱なままであ

る。 

また、日本の木材輸出額は、令和 2 年度で約 357 億円と、平成 26 年当時の

約 2 倍となるなど、海外において国産材の需要が高まっているが、県産材の販

路は未開拓の状況となっている。 

〈法令根拠〉 

・県産木材試作品開発等事業費補助金交付要綱 

・山梨県県産材販路開拓事業費補助金交付要綱 
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【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

本庁所管課である林業振興課担当者へのヒアリング及び関連する資料の閲覧を

行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 

  

33..22..2233..  県県産産材材供供給給シシスステテムム強強化化対対策策事事業業費費（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

県産材の流通体制を構築する企業グループ（素材生産や製材工場、工務店など

で構成）の建築用材供給実績に応じて補助金を交付する。 

補助単価（構造材等 15,000 円/㎥以内、内装材 2,000 円/㎡以内、県産材認証

10,000 円/件以内）に県産材を用いた製材品使用量等を乗じて補助額としてい

る。 

令和 5 年度は企業グループが 7 団体ある。 

 

建築現場への県産材の供給量に応じて補助額を決定する。 

なお企業グループによっては構成員が上記全ての事業者を含まないものもあ

る。建築事業者以外は県内に事業所を有するものに限定されている。 

 

【目的・法令根拠】 

（目的） 

森林資源の活用による林業の成長産業化の実現のため、地域で生産された木材

を地域内において付加価値の高い製材品として加工。 

供給ルートを強化し、県産材を安定供給することにより木材需要の多くを占め

る建築用材における県産材の需要拡大を図ることが目的となる。 

（法令根拠） 

・山梨県県産木材利用促進条例 

・やまなし県産材供給システム強化対策事業費補助金交付要綱 

・やまなし県産材供給システム強化対策事業実施要領 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：17,810 千円 

決算額 ：15,378 千円 
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【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：82,900 千円 

決算額 ：82,900 千円 

 

【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

本庁所管課である林業振興課担当者へのヒアリング及び関連する資料の閲覧を

行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 

  

33..22..2244..  木木質質ババイイオオママスス利利用用促促進進施施設設等等整整備備事事業業費費補補助助金金（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

木質バイオマスエネルギー利活用促進を図るため、木質バイオマス利用促進施

設等の整備を支援する。 

効率的に未利用間伐材等（伐採時に生じる枝や根株、曲がり材などの未利用

材）をチップ化して安定的に木質バイオマス燃料として供給する施設の整備を行

う事業者に対して、施設整備に要する経費の一部を補助する。具体的には、木質

バイオマス発電所へのチップ燃料供給を行う事業者に対する、未利用間伐材等を

チップ化する移動式チッパー等の導入資金への補助である。 

山梨県は平成 26 年 3 月に「山梨県木質バイオマス推進計画」を策定し、これ

まで林内に放置されてきた未利用材の有効利用を促進しているが、安定供給でき

る体制づくりが重要である。 

木質バイオマスの利用促進は新たなエネルギー政策の一つとして国の推進する

事業であり、本補助事業については、国の補助金を活用し、県を通して支給する

いわゆるトンネル補助金である。 

補助率： 

施設整備にかかる経費の 15％。ただし発電施設が地域活用要件の内容を満

たし、かつ供給施設が「地域内エコシステム」の構築等に資する取組である場

合は 1/2 となる。 

なお、令和 5 年度は 1 件の補助金採択があり、令和 2 年度以来の採択となっ

た。県内の事業者数自体が少ない上、チッパー等設備自体が 1 台数千万円はす

るため最大 2 分の 1 の補助とはいえ利用する県内事業者は限定されるものと思

われる。 

 

【目的・法令根拠】 

（目的） 

未利用間伐材等を有効活用し、木質バイオマスエネルギー利用拡大を図る。 

（法令根拠） 

・森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱 

・林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領 

・山梨県木材産業等競争力強化対策事業実施要領 

・山梨県木材産業等競争力強化対策事業費補助金交付要綱 
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【実施した監査】 

・職員へのヒアリング（中北林務環境事務所への往査を含む。） 

・関係書類の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..3399..  【意見事項】減額変更についてその要因等の把握、記録について  

補助金減額申請があった場合、事業者に対してその理由をヒアリングし、内容

を記録、データベース化していくことで、当初申請時での申請額（材積見込）の

妥当性判断において、有用な判断材料となることが期待できる。  

 

（現状） 

往査対象とした中北林務環境事務所での当該補助金交付実績を把握した結果、

交付先 8 社のうち 1 社について、以下の状況が把握された。 

 

交付申請及び決定額：1,950,000 円（R5.5.30 交付申請 R5.7.6 交付決定通知） 

補助金変更承認申請額：900,000 円（R5.12.28 変更交付決定通知） 

実績報告に基づく交付確定額：900,000 円（R6.2.26 交付額確定通知） 

 

当該変更承認申請は、実際の運搬見込材積が当初申請時の運搬予定材積に満た

ないこととなったため、当初交付決定額について減額変更されたものである。 

ここで、申請者の過大申請を防止し、適切な水準の交付申請額を担保するた

め、県としては事業者の交付申請時に過去の運搬実績に基づく申請内容であるか

などを確認している。 

 

（問題点及び改善案） 

運搬材積の実績が当初申請時の見込みに満たない交付事業者が多数発生した場

合、当該補助金を必要とする他の事業者に十分に行き渡らない可能性もあり、結

果として未利用材の木質バイオマス資源の活用促進という事業目的のための経済

的支援が不十分になってしまうことが懸念される。 

33..22..2255..  未未利利用用材材活活用用促促進進事事業業費費（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

 未利用材の資源利用を促進するために、林業事業体に対して、林内に残されて

いる未利用材（末木枝条等）を積み込み、運搬する費用等を助成する。 

  

【目的・法令根拠等】 

〈目的〉 

皆伐や収穫間伐施業地において、伐採や造材時に発生する端材、末木や枝条等

は、林地に残置されているが、これらを収集し、運搬してチップ化することで、

木質バイオマス資源として活用できることから、積込み、運搬等の経費の補助を

行い、未利用材の再生可能なバイオマス資源としての有効利用を進め、脱炭素社

会や 2050 年カーボンニュートラルの実現、地球温暖化防止に貢献することを目

的とする。 

 

〈経緯〉 

 伐採や造材時に発生する端材、末木や枝条等の積込み、運搬等には経費が発生

し、採算が取れないため林地に残置されて、活用されていない状況にあった。 

山梨県内では、現在 3 カ所の木質バイオマス発電所が稼働しており、今後、木

質バイオマス発電燃料用の木材の需要が増大するため、未利用材のバイオマス資

源としての利用を促進することが必要となっている。 

〈法令根拠〉 

・山梨県未利用材活用促進事業費補助金交付要綱 

 

〈財源〉 

森林環境保全基金 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：25,000 千円 

決算額 ：22,296 千円 

 

【具体的な目標】 

 具体的な数値目標等はなし。 
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33..22..2266..  新新たたなな森森林林空空間間のの活活用用事事業業費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要等】 

 

➀ 新たな森林空間の活用事業費の概要 

 

県有林課が所管する事業の一つとして、新たな森林空間の活用事業費は、次

のような事業目的等に基づき、令和 4 年度から予算化されている（「細事業説

明書」より引用。以下この項につき同様。）。 

「山梨県が有する豊かな森林空間を活用し、世界的に注目を集めている MTB

（マウンテンバイク）のコースを整備し、本県の県有林を MTB の聖地としてい

く。」 

「MTB に関する有識者、県、市町村等が参画する協議会で、コース整備やル

ール設定、ライセンス制度の導入等を検討し、森林公園や森林文化の森におい

て、コースを整備していく。」 

 

② 予算化の状況 

 

［令和 4 年度：2,270 千円］ 

ア．MTB に関する有識者、県及び市町村等が参画する協議会開催 

イ．協議会の中で、コース整備やルール設定、ライセンス制度の導入等を検討 

ウ．森林公園や森林文化の森におけるコース整備 

［令和 5 年度：80,116 千円］ 

ア．MTB コース設置運営について有識者と検討 

イ．武田の杜 MTB コース測量設計業務委託 

ウ．MTB コース・付帯設備整備費 

 

③ 協議会等の開催状況 

 

ア．やまなし MTB 推進協議会 

 

やまなし MTB 推進協議会は、事務局を林政部県有林課とし、協議会には構成

員 10 団体、分科会には各市町村、地域の MTB 団体及び林業団体が参加してい

る。協議会の構成員である MTB 団体（団体Ａ：代表Ｂ氏）は、「MTB 利用実態に

精通」する者として参加している。 

この点、前述のとおり県としては過大な申請を防ぐため、過去の運搬実績に基

づく申請額であるかなどを確認しているため、今回の減額申請はあくまでイレギ

ュラーなものと推察されるが、例えば、減額申請があった事業者に対してその理

由をヒアリングし、内容を記録、データベース化していくことで、当初申請時で

の申請額（材積見込）の妥当性判断において、有用な判断材料となることが期待

できるものと思料する。 
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NNoo..4400..  【指摘事項】新たな森林空間の活用事業費について  

令和 5 年度に新たな森林空間の活用事業費で執行した事務事業の中には、

①MTB コース設置検討並びに②武田の杜 MTB コース測量設計業務委託及

び③MTB コース整備が含まれるが、①に関連する「MTB コース設置・検討」

（以下「検討会」という。）の有識者と③の請負業者の構成員（一次下請の 2 法

人のうちのひとつ）が同一法人であった。 

①の検討会における業務の中で、③の発注事案の基礎となる特記仕様書に対

して当該有識者から意見聴取を行っている。そして、検討会の有識者就任中に

③の MTB コース整備に係る元請の一次下請業者となっている事実が把握さ

れた。 

このような事実に関しては、外観的にも利害関係が疑われるものであり、ま

た、公正な競争を確保する観点からも問題である。 

当該事案のように同一法人が特記仕様書に直接関わり、そのことが建設工事

請負契約の下請業者に指定される規定の追加につながる事案がどのような経

緯で発生したのかについて事実関係の精査を踏まえ、内部統制上の不備等が

発生しないための対応策を早急に検討されたい。 

 

（現状） 

令和 5 年度に新たな森林空間の活用事業費で執行した事務事業については、県

有林課が所管する事業のひとつとして、武田の杜に新たに設置する MTB コースの

整備費等であり、中北林務環境事務所が業務委託や工事請負契約等の実務を行っ

ている。 

令和 5 年度における予算内容は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．MTB コース設置検討会の開催状況 

 

MTB コース設置検討会は、次のような目的等に基づき、令和 5 年度で 3 回開

催されている（県有林課からの入手資料から抜粋。）。 

 

［目 的］ 

県有林を活用した MTB コースの整備に当たり、設備の効果的な運用や効率的

な維持管理方法について、有識者との現地立会や意見交換を綿密に実施するこ

とにより、次年度以降のコース完成後速やかに事業を開始する体制整備の検討

を行う。 

［対象者］ 

MTB に関する有識者（株式会社Ｃ社：代表取締役Ｂ氏） 

［検討内容］ 

❶ MTB 利用上のルール 

❷ 整備後の維持管理方法 

❸ 運営方法 等 

［実施方法］（計画 4 回⇒実績 3 回） 

4 月 28 日： 現地視察、MTB コース対象エリアの確認 

6 月 26 日： コース設計をもとに運営方法、整備後の維持管理方法について

検討 

12 月 21 日：検討内容のとりまとめに当たっての助言 

［検討費用］（計画ベース） 

謝金：＠6,500 円×4 回＝26,000 円 

旅費：＠2,640 円×4 回＝10,560 円 

 

【実施した監査手続】 

新たな森林空間の活用事業費に係る事務事業の監査を実施するに当たり、次

の監査手続を実施した。 

① 新たな森林空間の活用事業費に係る予算関連資料を入手し、事業内容及び

予算科目執行状況等の説明を県有林課から聴取した。 

② 中北林務環境事務所に現場往査し、新たな森林空間の活用事業費に係る予

算執行状況等に関する説明を聴取し、予算執行に係る契約書等一式を閲覧分

析して、監査要点に関連する質問を行い、回答を得た。 

 

【指摘事項又は意見事項】 
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（問題点及び改善策） 

新たな森林空間の活用事業費の内容を検証していくと、団体Ａの代表が経営す

る株式会社Ｃ社が、令和 4 年度においてはやまなし MTB 推進協議会の構成員とし

て、また、令和 5 年度においては「MTB コース設置・検討」における「MTB に関

する有識者」として、参加している。 

特に、当該法人は、令和 5 年度の「MTB コース設置・検討」において、「施設の

効果的な運用や効率的な維持管理方法について、現地立ち合いや意見交換を綿密

に実施」する目的で、年間 3 回の会議に参加していることが分かる（ 【事業の概

要等】③イ．を参照。）。 

 

この会議では、次の 3 点が検討されている。 

 

［検討内容］ 

❶ MTB 利用上のルール 

❷ 整備後の維持管理方法 

❸ 運営方法 等 

 

また、3 回の開催時期と検討内容は次のとおりである。 

 

［開催時期及び検討内容］ 

第 1 回（4 月 28 日） 

① コース及びスキルエリア設置範囲について 

② 武田の杜のコース利用方法やルールについて 

③ ②を踏まえた、休憩舎や案内板、注意喚起看板などの設置場所・内容に

ついて 

④ 工事発注時及び施工時に留意すべき点について 

第 2 回（6 月 26 日） 

① 林間コース（本数と線形、延長、幅員）について 

② スキル（位置、内容、範囲）について 

③ 工事発注に計上する項目と内容について 

④ 工事の特記仕様書に記載する項目について 

⑤ コースの構造と維持管理方法について 

・ コースの浸食防止対策 

・ 維持管理の体制 

⑥ その他 

・ サイン設置について 

［令和 5 年度武田の杜 MTB 整備費予算］         （単位：千円） 

No 事業費 予算額 内 容 

① コース設置検討費 37 利用上のルール、コース管理の方法など有識

者と検討 

② 測量設計委託費 13,079 林間コース、スキルエリアの設計 

③ コース整備費 43,000 コース・スキルエリア整備、コースへのアク

セス道改修 

④ 付帯設備整備費 24,000 案内板設置、休息場所整備等 

合  計 80,116 － 

（注：県有林課からの予算関連資料） 

 

当該事業が開始された令和 4 年度には、林政部県有林課が事務局となり、「や

まなし MTB 推進協議会」を運営している。その構成員 10 団体の中に、「MTB 利用

実態に精通」している MTB 団体として、MTB コースの運営等を行っている団体Ａ

（代表Ｂ氏）が参加している。 

武田の杜の第 2 広場を中心に、初級から中級の間の者を対象とした林間コース

とスキルエリアを新設整備するために、有識者等から意見を聴いている。その中

で MTB 有識者の発言に関する項目を次に引用する。 

 

［MTB コースの設計］ 

○ MTB 有識者：団体Ａ 

・ 北斜面は施工上の課題が多い。 

・ 利用者が怪我をした場合の救護についての配慮も重要（管理センターから

のアクセスが良い場所であること。）。 

・ アクセスや施工上の課題を考えると、第 2 広場周辺が候補。 

・ 第 2 広場にスキルエリアを、その周辺に林間コースを整備することは可

能。 

・ 第 2 広場は、施工法に優れる上、将来の維持管理も容易。 

［民間施設との棲み分け］ 

○ MTB 有識者：団体Ａ 

・ 民間で整備される MTB コースは主に中級以上のコース。 

・ 初級者が気軽に MTB に取り組める環境は十分とは言えない。 

・ 県が初級等新規ユーザーを受け入れる施設を整備することは、民間コース

への良い波及効果を生むものと考える。 
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・ 工事内容 MTB コース整備工事 

・ 工  期 令和 5 年 10 月 5 日～令和 6 年 3 月 15 日 

・ 下請施工体系図提出 令和 5 年 10 月 2 日 

（下線は監査人が付したものである。） 

 

「武田の杜マウンテンバイクコース等整備工事」の元請業者が選定した一次下

請の 2 者のうち、「株式会社Ｃ社」は、令和 5 年 10 月 2 日付けで注文請書（技術

管理）を元請け業者と交わしていることが分かる。そして、元請業者が県に提出

した「施工体制台帳」の「下請負人に関する事項」を見ると、当該会社は「建設

業の許可」の欄は空欄となっている。 

 

このことに関しては、当該建設工事請負契約書（令和 5 年 9 月 4 日付け）の特

記仕様書第 30 条その他に、次のとおり記載されている。 

「マウンテンバイクコースについて 

マウンテンバイクコース、スキルアップエリアに関する工事は、マウンテンバイ

クコース等の施工実績があるトレイルビルダーが施工管理を行うこと。」 

（下線は監査人が付したものである。） 

 

また、【施工体制台帳（写し）提出時のチェックリスト】の「発注者に提出す

る書類」のチェック欄には、建設業許可業者のチェック項目（⑨、⑩）には、チ

ェックがないが、「⑤別紙-4 チェックリスト（下請分）【建設工事の従事者に関す

る事項のチェックリスト】、⑪下請負人の当該建設工事の従事者に関する事項

（作業員名簿等）」にはチェックが付されている。 

 

一次下請の株式会社Ｃ社は、建設業許可はないが、特記仕様書第 30 条に明記

されている「施工管理」を行うことから当該工事に参加しているものと理解でき

る。 

この特記仕様書第 30 条の規定は、前記した MTB 設置検討会の第 2 回（6 月 26

日）での検討事項「④工事の特記仕様書に記載する項目について」で次のように

記録されている事項に関連しているものと考えられる。 

「・ Ｂ氏（株式会社Ｃ社代表取締役）が作成した特記仕様書については、コ

ース設定の考え方の参考にするが、証明することが困難な項目もあるた

め、発注者側で精査し、必要に応じて修正する。 

・ 特記仕様書には、トレイルビルダーが係る項目を明記する。」 

（下線は監査人が付したものである。） 

 

・ レンタルバイクについて 

第 3 回（12 月 21 日） 

① 県有林内の MTB コースの整備状況 

② 供用開始後の各関係者の役割 

③ 利用の流れ 

④ コースレベルの定義と利用者レベルの判断 

⑤ その他 

・ オープニング・イベント 

・ 講習会 

・ リーフレットの作成 

・ MTB のレンタルについて 

・ 施設の名称 

 

これら 3 回の会議全てに当該法人の代表者は参加している。その際に県からは

謝金等が支払われており、法人としての参加であることを理由に、謝金に対する

源泉所得税の控除は行われていない。 

また、これら 3 回の検討会での審議内容は、中北林務環境事務所が令和 5 年度

に発注した測量設計委託費やコース整備費・付帯設備整備費に直接関連するもの

が把握される。特に、第 1 回と第 2 回の検討内容には、測量設計委託や工事請負

契約の仕様内容に関わる内容が少なからず含まれる。 

 

一方、令和 5 年度において、「武田の杜マウンテンバイクコース等整備工事」

は、中北林務環境事務所の所管で、次のとおりの内容で発注されている。 

❶ 工事名  武田の杜マウンテンバイクコース等整備工事 

❷ 工事場所 甲府市山宮町地内外 

❸ 工 期  着手：令和 5 年 9 月 5 日 完成：令和 6 年 3 月 15 日 

❹ 契約額  63,250,000 円（消費税等込み） 

❺ 契約担当 中北林務環境事務所 所長 

❻ 請負者  株式会社Ｄ社 

❼ 一次下請  

ア．有限会社Ｅ社 

・ 請負金額 5,940,000 円 

・ 工事内容 MTB コース整備工、接続道路整備工、看板設置工 

・ 工  期 令和 5 年 10 月 10 日～令和 6 年 2 月 28 日 

イ．株式会社Ｃ社 

・ 請負金額 4,200,000 円 
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33..22..2277..  保保安安林林整整備備受受託託事事業業費費（（治治山山林林道道課課））  

 

【事業の概要】 

・民有林とは、国有林以外の森林を指し、所有者が個人や会社である私有林

と、所有者が自治体等である公有林に分類される。 

・水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備といった公益的機能発揮のため

に、国は民有林を保安林指定することができる（森林法第 25 条）。なお保安林

指定は、保安林の種類によって農林水産大臣の告示によるもの（重要流域内の

第 1 号から第 3 号までの保安林）と、県の告示によるものがある。 

・当該事業は、このうち国の権限に基づく保安林にかかる指定に向けて、国の

委託を受けて県が森林調査を実施し、保安林指定調書を作成する事業である

（地方自治法に基づく法定受託事務）。 

・民有林を保安林指定することで、森林の保全や適切な森林施業の確保を図

り、水源のかん養や災害の防備等の公益的目的を達成するものである。 

・保安林の指定は、県が保安林指定調書を作成したのち、農林水産省に指定の

申請をし、国からの告示により最終的に保安林指定が確定する。県ではその

後、保安林として保安林管理台帳へ本登載する。 

・保安林指定がされることによって適切な管理が可能となるのみでなく、所有

者にとっては固定資産税等の課税上の優遇や政策金融公庫の融資といったメリ

ットもある。 

・所有者不明の森林については固定資産税負担者等で所有者を追跡し、その同

意を得ることとしている。 

・また当事業では、上記のような「保安林指定調査」のほか、既に保安林指定

されている森林について、地積や所有者等の現況の実態調査を行い、その調査

結果に基づき、保安林台帳を最新の情報にする「適正管理調査」の業務も行っ

ている。 

・予算の制約もあり、各出先機関（県内 4 カ所）でおおよそ 1 件ずつの保安林

指定調査を実施している。適正管理調査については各出先機関で毎年持ち回り

となっており、各々が数年に 1 度数カ所の実施箇所を選定している。 

・財源については国庫委託金を特定財源としている。法定受託事務である当該

業務は国の業務として業者に調査業務を再委託し、その費用を国に請求する形

式となる。 

・具体的な事業費としては、衛星デジタル画像を用いた保安林管理のための備

品購入、保安林調査から指定調書作成の業務の委託費となる。 

 

このように明記された検討内容に基づき、上記の特記仕様書第 30 条が追加さ

れたものと考えられる。 

ここで、MTB コース設置検討会の有識者に株式会社Ｃ社を選定した理由として

は、次のとおり、「有識者選定理由」（抜粋）に記載されている。 

「有識者として選定したＢ氏は、・・・山梨県におけるマウンテンバイク事業

のパイオニアであり、代表を務める（株）Ｃ社はコースの選定や設計、整備を手

がける数少ない法人化された事業者であるとともに、県内で行政から受注を含む

複数のマウンテンバイクコース整備実績を持つ唯一の事業者である。」 

（下線は監査人が付したものである。） 

 

以上の経緯を具体的に検討すると、「MTB コース設置・検討」の有識者であるＢ

氏（株式会社Ｃ社代表取締役）が第 2 回目の会議で述べた「特記仕様書へのトレ

イルビルダーに係る項目の明記」により、特記仕様書第 30 条の「マウンテンバ

イクコース等の施工実績があるトレイルビルダーが施工管理を行うこと。」の規

定が追加されており、県内外に複数活躍するトレイルビルダーの中から、株式会

社Ｃ社が、当該整備工事の施工管理を受注している実態については、外観的にも

利害関係が疑われるものであり、また、公正な競争を確保する観点からも問題で

ある。 

このような結果になることを避けるためには、検討会の有識者に就任し、MTB

コースの整備工事の特記仕様書に関与した委員は、実際に当該工事に直接関わる

ことを制限する仕組みを検討する必要があったと考えられる。少なくとも、元請

業者が、県へ施工体制台帳を提出した際に、株式会社Ｃ社を一次下請業者として

選定したことが把握できたことから、利害関係や公正な競争の面から問題がない

かどうかを検討するべきであったと考える。 

したがって、このような特殊な事態が発生した事実の精査と発生原因、問題の

所在などを特定することについて発注者側で検討し、内部統制上の不備等の問題

として把握すべきである場合、その是正・対応策を早急に検討されたい。 
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いものがある。これは国の告示がなくいまだに保安林指定ができていないため、

指定番号がなく台帳が完成されないためである。 

治山林道課としては指定調書作成後おおよそ速やかに指定申請をしており責め

に帰すところではないが、農林水産省が審査を行い指定のための告示をするのに

8 か月以上経過していることになり、通常の事務処理の期間としては多少時間を

要していると考える。 

 

（改善策） 

標準的な処理期間の定めはないが、保安林指定は適切な治山事業をするために

必要でありまた所有者の課税負担等にも影響するところであり、迅速な対応が必

要である。国の受託事業とはいえ国と都道府県が一体として保安林指定を実施す

る事業である以上は、国との情報連携により迅速な保安林指定を目指すべきと思

われる。 

  

【目的・法令根拠】 

（目的） 

森林法に基づく民有保安林の整備管理が事業の目的となる。 

民有林を保安林に指定し、森林の保全や適切な森林施業の確保を図ることによ

って、水源のかん養や災害の防備等の公益的目的を達成する。 

適切な施業が実施されない場合、土砂流出等による被害の可能性がある。 

（法令根拠） 

・森林法第 25 条 

・森林法第 196 条の 2 

・森林法第 39 条の 2 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：12,577 千円 

決算額 ：12,572 千円 

 

【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

本庁所管課である治山林道課及び出先機関の一つである峡南林務環境事務所に

往査し、担当者へのヒアリングと関連する資料の閲覧を行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4411..  【意見事項】保安林の指定について  

保安林の迅速な指定が望まれる。  

 

（現状及び問題点） 

令和 5 年度に調査を実施し完了した指定調書に基づき農林水産省へ申請した指

定について、往査時の令和 6 年 11 月下旬において保有林台帳が作成されていな
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【実施した監査手続】 

本庁所管課である治山林道課及び出先機関の一つである峡南林務環境事務所に

往査し、担当者へのヒアリングと関連する資料の閲覧を行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 

 

  

33..22..2288..  林林道道事事業業調調査査業業務務費費（（治治山山林林道道課課））  

 

【事業の概要】 

・林道は、木材生産のみでなく、山村地域の生活道路、山岳観光地へのアクセ

ス道路、災害発生時の迂回路の役割もあり、適切に管理する必要がある。 

・県は令和元年度に策定した山梨県林内路網整備計画により、毎年度 10 ㎞の

林道整備を行うこととしており、必要となる新規路線の整備を積極的に行って

いる。 

・この林内路網整理に向けて全体計画の作成や測量設計などの調査業務を行う

のが当該事業である。 

・現在、林内路網の骨格となる森林基幹道の継続的な整備は完了しつつあり、

今後は支線となる森林管理道、林業専用道の新規計画に移行していく。 

・ただし事業化前であるため国補財源を使うことができず、事前調査や全体計

画の作成、測量設計に係る予算の確保が課題となる。 

・林道の新規拡大や補修のための全体計画調査や測量設計業務については専門

性が高い業務であり、特定の資格や専門的能力を持つ外部事業者に委託する。 

・この林道調査には、例えば橋梁の PCB 除去・補修といった林道事業にかかる

緊急性のある箇所の調査対応も含まれる。 

・なお森林内の林道等の路網は、①一般車両の走行を想定した幹線となる「林

道」②10 トン積トラックの走行を想定した支線となる「林業専用道」③林業機

械の走行を想定した分線となる「森林作業道」に分類される。 

 

【目的・法令根拠】 

（目的） 

林道を計画的に整備することで、森林資源の循環利用を推し進める。 

（法令根拠） 

特になし。 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：12,926 千円 

決算額 ：12,926 千円 

 

【具体的な目標】 

山梨県林内路網整備計画における目標：10 年間で 100km の林道の路網整備 
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・さらに、林野庁の公表基準に従い、危険度をＡ、Ｂ、Ｃの 3 段階でランク分け

をしている。 

 

・年間およそ 15 件を調査対象に指定している。往査対象とした峡南林務環境事

務所では、3 件（3 箇所）の調査を実施している。なお同事務所管内では山地災

害危険地区は 1,164 箇所である。 

 

往査対象とした峡南管内山地災害危険地区数（令和 6 年 11 月現在） 

種別 危険度Ａ 危険度Ｂ 危険度Ｃ 計 

崩壊土砂流出危険地区 525 243 26 794 

山腹崩壊危険地区 194 110 21 325 

地すべり危険地区 40 3 2 45 

計 759 356 49 1,164 

 

 

 

 

33..22..2299..  治治山山事事業業調調査査業業務務費費（（治治山山林林道道課課））  

 

【事業の概要】 

・治山事業は森林法及び地すべり等防止法に基づき実施されており、森林整備

保全事業計画に基づき計画的に推進することとしている。 

・特に平成 29 年度以降、山地災害は激甚化の傾向にあり、近年では今まで災

害が起こらなかった箇所で発生することもあり、治山事業に関しては新規計画

箇所が増加傾向にある。 

・特に山梨県の急峻で地質が脆弱な山地での災害を防止し安全を確保するため

には、計画的な整備が重要である。 

・国の事業（国補事業）として令和 6 年度に治山事業を予定しており、その事

業化の前に、当該事業において全体計画の作成や測量設計を行うものである。 

・具体的には、コンサルティング会社や測量会社に対する調査委託料が中心と

なる。 

・特に全体計画の作成等は専門的な技術や技能が必要であり一定の資格者を有

する特定の業者に委託する形となる。 

・財源は治山事業が事業化前のため一般財源によらざるを得ない。委託業務に

かかる予算の確保は当該事業の課題と言える。 

 

・調査は危険箇所を選定して行うが、危険箇所は以下の 3 つの種別に分類され

る。 

崩壊土砂流出危険地区 

山腹崩壊又は地すべりによって発生した土砂が土石流等となって流出し、

災害が発生する恐れのある地区。 

山腹崩壊危険地区 

   山腹崩壊による災害が発生する恐れのある地区。 

地すべり危険地区 

地すべりによる災害が発生するおそれがある地区。 

 

なお山梨県は上記 3 地区を合計すると下図色塗り箇所のようになる。（令和 6

年 11 月末現在） 
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NNoo..4422..  【意見事項】危険地区箇所情報のより積極的な情報開示について  

事業成果の一つの公開指標として、調査による治山事業が新規着手されるこ

とにより、未着手である危険地区が解消される推移状況と中長期的な目標を

治山林道課ホームページに明記の上、情報リンクを行うなど、情報を容易にア

クセスできるようにすることが望ましい。  

 

調査はのちの治山事業を前提として実施するものであるため、その治山事業の

結果危険地域がどの程度縮減されたかというデータは、調査事業の成果を表す一

つの指標と思われる。この点、危険地区の全体的な推移は各政策の指標とされ、

他のホームページで掲載されているものの、治山林道課ホームページから各政策

目標への情報リンクがなされていない（治山林道課ホームページには平成 29 年

度末の危険地区数のみ記載）ため、調査事業の効果が十分であるか、より予算付

けをすべきか、という判断がただちに判断しがたい状況にある。 

危険地区箇所の情報は県民にも関心が高い点からも、積極的な情報開示が望ま

れる。 

  

山梨県全体の山地災害危険地区数（平成 29 年度末現在） 

崩壊土砂流出危険地区 2,586 

山腹崩壊危険地区 846 

地すべり危険地区 57 

計 3,489 

※山梨県ホームページより 

 

・調査対象の選定方法： 

県内の危険度Ａかつ未着手、保全対象 50 戸の箇所およそ 100 箇所のうち、地元

住民の要望、市町村等各所の意見を確認して 15 件程度を選定する。なお令和 5

年度に選定したものは危険度Ｂが複数あり、箇所の緊急性も考慮する。 

 

【目的・法令根拠】 

（目的） 

増加する山地災害の復旧や未然防止に確実に取り組むため、国の事業採択の前

年度中に設計図書を作成し、国の承認を得て迅速に工事に着手するため調査を実

施する。 

（法令根拠） 

森林法第 40 条、41 条 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：68,011 千円 

決算額 ：68,011 千円 

 

【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

本庁所管課である治山林道課及び出先機関の一つである峡南林務環境事務所に

往査し、担当者へのヒアリングと関連する資料の閲覧を行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 
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 （1）会員向け運営助成事業 

  ア：会員向け運営助成事業 

  イ：保護団体の育成指導 

 

【目的・法令根拠等】 

山梨県恩賜林保護組合連合会事業費補助金交付要綱 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：7,872 千円 

 決算額 ：7,872 千円 

 

【具体的な目標】 

特になし。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者に対する質問 

・関連資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 

  

33..22..3300..  恩恩賜賜林林保保護護組組合合連連合合会会事事業業費費補補助助金金（（森森林林政政策策課課））  

【事業の概要】 

山梨県恩賜林保護団体を統括する恩賜林保護組合連合会の円滑な運営を図り、

恩賜林が保有する諸機能の維持や被害防止、普及啓発等の効果を上げる。 

 

（補助先概要） 

公益社団法人山梨県恩賜林保護組合連合会 

 

（所在地） 

〒400-0031  

山梨県甲府市丸の内一丁目 5 番 4 号 

舞鶴城公園内 

 

（事業内容） 

1. 公益目的事業 

  恩賜林の保護管理、保育及び森林の公益的機能の普及啓発等のため次の事業

を実施する。 

 （1）林政推進事業 

  ア：恩賜林に関するパンフレット、恩賜林由来看板等の作成やホームページ

の更新 

  イ：鳥獣標本の貸出事業 

  ウ：森林の被害防止等 

  エ：林政推進 

 （2）恩賜林保護管理助成事業 

  ア：保護管理助成事業 

 （3）林業振興基金貸付事業 

  ア：振興基金貸付事業 

  イ：部分林及び植樹用貸地の保護育成 

2.収益事業 

  恩賜林記念館の管理運営のため、次の事業を実施する。 

 （1）事務室会議室の賃貸事業 

  ア：事務室賃貸事業 

  イ：会議室賃貸事業 

3.その他事業 

  会員相互の連携と組織強化を図るため次の事業を実施する。 
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33..22..3322..  獣獣害害防防止止施施設設保保全全管管理理事事業業費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

獣害から森林を保護するためには、獣害防止施設の新設だけではなく、既存施

設が期待される機能を発揮する必要がある。そのためには、適切な時期における

定期的な見廻りと破損個所の速やかな補修が不可欠である。 

そこで、破損が発生した場合に植栽木に大きな被害が発生しやすく、頻繁な見

廻りが必要な 5 年生までの造林地に設置した獣害防護柵 126 キロメートルの年 1

回の見廻りと補修を外部委託する。 

 

【目的・法令根拠等】 

県有林内の森林を保護し、公益的機能を維持するため、既存獣害防止施設（獣

害防止柵）の見廻り及び補修を行う。 

 （経緯） 

 本県では、深刻化するニホンジカによる被害防除対策を総合的に講ずるため、

山梨県第二種特定鳥獣管理計画（自然共生推進課）を策定し、獣害防護柵を農林

業被害対策の柱として位置付けるとともに、樹幹部のネット等による保護を推進

している。そのような中で、県有林においては県有林造林事業により獣害防護柵

やネット巻きなどの獣害防止施設を設置している。 

 特に新植栽地では、植栽木とともに雑草木が繁茂し草地に近い環境となるた

め、ニホンジカが集まり植栽木を食べて新植栽地全体が枯死するおそれがある。

よって、主に平成 24 年度以降、新植栽地獣害防護柵を積極的に設置している。 

 獣害防止柵は、雪崩や倒木により一部でも破損した場合、そこから侵入を許し

たニホンジカにより新植栽地全体が被害を受けることがあるため、職員が近隣の

業務で現場に出張する際に見廻りと補修を行ってきた。 

 しかし、獣害防護柵の設置総延長が大幅に増加してきたことにより、現体制で

は十分な見廻りや補修ができず植栽木に被害が発生している。そのため、獣害防

止柵の巡視と補修作業を外部委託することで、破損個所の早期発見及び速やかな

補修を実施することができる体制を作ることが喫緊の課題となっている。 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：6,818 千円 

 決算額 ：5,971 千円 

 

 

33..22..3311..  松松くくいい虫虫被被害害調調査査費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

病虫害対策は、発生初期段階での対応が効果的であり、対応が遅くなればなる

ほど広範囲に蔓延し、枯損などの被害が拡大する。そのため、被害状況等の調査

を迅速に行い対策を実施することで、病虫害の蔓延を防止する必要がある。 

当該必要性に鑑み、松くい虫等の森林病虫害が発生した場合、役務費により被

害状況調査を行い、需用費により調査に関わる消耗品及び駆除用薬剤を購入す

る。松くい虫等の調査に関しては被害数量を確定するために被害木の樹高、胸高

直径について毎木調査を行う。また、突発的で緊急性のある駆除については、当

事業で行う。 

 

【目的・法令根拠等】 

（目的） 

県有林内のアカマツ林の松くい虫、害虫等の駆除、その他被害に対処し、健全

な森林の造成を図る。 

（根拠法令等） 

山梨県松くい虫等被害総合対策事業実施要領 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：3,126 千円 

 決算額 ：2,421 千円 

 

【具体的な目標】 

 予算化した事業の執行が目標となり、具体的な数値目標等は設けていない。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 
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 なお、予算との兼ね合いで、正確と思われる事業費からの支出が困難なケース

もあると思われるが、その場合は予算の流用（山梨県財務規則第 25 条）制度を

利用することなども検討されたい。 

  

【具体的な目標】 

 予算化した事業の執行が目標となり、具体的な数値目標等は設けていない。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4433..  【意見事項】支出実態に即した事業費の使用について  

支出については、業務の内容や目的に着目し、より正確と思われる事業費から

支出するよう留意されたい。  

 

（現状） 

獣害防護柵が、倒木により倒壊している事案において、倒木処理及び補修業務

に要する費用を、「獣害防止施設保全管理事業費」からではなく、「松くい虫被害

調査費」及び「土地管理費」から支出していた。 

 

（問題点及び改善策） 

 上記の取扱いについて、倒木の原因が松くい被害に基づくものという理由など

から、「松くい虫被害調査費」から支出したとのことであった。 

当該倒木の原因に鑑みれば、「松くい虫被害調査費」からの支出とすることに

も一応の理由があるといえる。 

 しかし、当該業務の主な目的は、松くい虫の被害調査や駆除ではなく、倒木を

排除し、防護柵を修繕することにあるといえることから、「獣害防止施設保全管

理事業費」から支出することが正確であったと思われる。また、獣害防護柵修繕

費がどの程度要したかを、後年において検証する必要が生じた場合などに、支出

された事業費が正確なものでなければ、検証時に余計な労力を割くことになりか

ねない。 

 支出については、業務の内容や目的に着目し、より正確と思われる事業費から

支出するよう留意されたい。 
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【具体的な目標】 

・上記の目標を達成するために予算化した事業の執行が目標。 

・県有林において、ナラ枯れ被害対策後の枯損木を以下の事業期間において、

以下の本数を伐採する。 

  事業期間：令和 5 年度 

  枯損木本数：330 本 

  （出典：担当者提出資料から抜粋） 

 

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・各種資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4444..  【意見事項】ナラ枯れ被害木のデータベース化について  

台風などの自然災害によって倒木するなど影響を受けた場合、その情報を

「枯損木対応状況」データベースに追加するなど将来の危険予測の点から有

用なデータベースとして拡充していくことについて提案する。  

 

（現状） 

現状ナラ枯れ被害木である枯損木の調査と、危険木の選定、実際に当年度に伐

採する木の選定は以下のとおり行っている。 

①山梨県ナラ枯れ被害調査要領に従って、被害木の調査を行う。 

②調査を行った結果、ナラ枯れ特有事象があると判定された枯損木は、「枯損

木対応状況」というエクセルデータに集計される。 

③上記の枯損木のうち、道や住宅や電線等に近いものを危険木として認定して

「枯損木対応状況」に記載。 

④伐採時期に、改めて現地調査して、上記の危険木のうちすでに伐採の対応が

なされているもの（対象となる木をオーナーが独自で対応しているものや電

線の近くの枯損木で電力会社によりすでに伐採対応がされたもの等）以外

を、当年度の伐採の対象とする。 

33..22..3333..  ナナララ枯枯れれ被被害害木木除除去去事事業業費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

ナラ枯れ防除後に立木状態で残っている枯損木について、伐採を委託するため

の事業費。 

 （出典：細事業説明書から抜粋） 

 

【目的・法令根拠等】 

県内有数の観光地である山中湖周辺において、ナラ枯れ被害対策後の枯損木を

除去し、安全で快適な森林空間や美しい森林景観の維持を図ることを目的として

いる。 

上記目的を達成するための現状と課題は以下のとおり。 

（現状） 

・コロナ禍において、密を避ける新しい生活様式として屋外での活動の需要が

高まっている。 

・山中湖周辺は東京などから近く、森林浴等を手軽に楽しむ観光客が多く訪れ

ている。 

・しかし、近年県南部を中心にナラ枯れ被害が急速に拡大し、山中湖村は県下

最大の被害地となっており、その多くが県有林である山中湖畔別荘地で発生し

ている。 

・防除後の枯損した樹木が立木状態で残っており、倒木による建物及び人的被

害の恐れがある。 

・美しい自然景観が山中湖エリアの重要な観光資源であるが、防除後の枯損し

た樹木が立木状態で残っており景観を阻害している。 

 

（課題） 

建物等への倒木被害を未然に防ぎ、森林利用者の安全を確保するため、また、

美しい森林景観を観光客に提供するため、県の責務として県有林内の防除後の枯

損木を速やかに除去する必要がある。 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：23,371 千円 

 決算額 ：23,210 千円 
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33..22..3344..  境境界界保保全全管管理理事事業業費費（（森森林林政政策策課課））  

 

【事業の概要】 

県有林の境界は、放置すると雑草木等により境界線が不明瞭になり、また、境

界標についても、年月の経過に伴い、転倒、埋没、破損、消滅等が危惧されるこ

とから、県有林野境界管理要綱に基づき、境界を明確に維持保全するための境界

標の点検、巡視等を実施している。 

ⅰ．境界保全巡視 

境界を効率的に保全管理するため、境界の重要度に応じた境界区分により、

巡視、点検、保全上の措置を行う。 

・巡視及び点検等：境界の種類及び番号の確認。境界標の転倒、傾斜、 

埋没、破損、設置方向、位置の移動、消滅等異常の有無の確認。 

・保全上の措置：境界線上の雑草木の刈り払い、境界見出標の設置。 

・年間巡視距離 

 第 1 種 第 2 種 第 3 種 合計 

令和5年度 325.2km 167.8km 95.0km 588.0km 

令和4年度 323.7km 167.8km 94.9km 586.4km 

 

・境界区分及び巡視回数（「県有林野境界管理要綱」より抜粋。） 

（境界の区分） 

第 39 条 境界を効率的に保全管理するため、重要度に応じて次のと

おり区分する。 

（1）第 1 種境界線 

明確な地形、地物によって画されていないため境界確認が容易

でなく、管理上特に留意すべき境界線 

（2）第 2 種境界線 

第 1 種及び第 3 種境界線以外の境界線 

（3）第 3 種境界線 

地形、地物等によって明らかな境界線（分水嶺、河川、道路等） 

（巡視回数） 

第 41 条 境界線ごとに点検及び巡視を行う回数は、次の基準による。 

（1）第 1 種境界線 2 年に 1 回以上 

（2）第 2 種境界線 4 年に 1 回以上 

（3）第 3 種境界線 10 年に 1 回以上 

 

⑤その伐採の対象の中から、優先順位を付して当年度予算内での伐採する対象

を決める。なお、被害が大きい地域や、個別に危険だと問い合わせがあった

緊急性の高いものは特に優先的に伐採を行う。 

 

上記のとおり、リソース等の問題もあり、伐採の順序については優先順位が付

されている。そして、「枯損木対応状況」エクセルデータについては、その優先

順位を付すための情報として、別荘や電線、道路、その他構造物との距離や、木

がある部分の傾斜情報が記載されているが、例えば自然災害による樹木への影響

等の情報は記載する方針が現状はない。（担当者にヒアリングしたところ、現状

「枯損木対応状況」エクセルデータに登録されている樹木について、自然災害に

よって影響を受けた樹木が現時点で無い状況である。） 

 

（問題点及び改善策） 

 今後の対応として、例えば、「枯損木対応状況」エクセルデータ上に登録され

た樹木が、台風などの自然災害によって倒木するなど影響を受けた場合は、その

情報を「枯損木対応状況」エクセルデータに追記していくことを意見事項として

要望する。現状「枯損木対応状況」エクセルデータに登録されている樹木につい

て、自然災害によって影響を受けた樹木はないとのことだが、今後もしそのよう

な樹木が発生した場合は、その情報も「枯損木対応状況」エクセルデータに集約

することを提案する。 

 理由としては、危険木の判定や、伐採対象の優先順位の設定に有用となると考

えられるからである。つまり、様々な角度から危険木の判定や伐採対象の木の優

先順位判定をするために、検討要素となりうるデータを収集管理するという観点

での提案である。具体的な例として、調査時点では危険木とは判定されず、実際

に当年度に伐採されなかった樹木であるが、その後自然災害によって倒木した場

合、その倒木した木に近似する状況の樹木は翌期以降には危険木として判定して

優先的に伐採することができるかもしれない、という観点での提案である。 

 「枯損木対応状況」エクセルデータは現状も様々な情報が集約されており非常

に有用な資料であると思われる。さらに有用な情報を集めて重要なデータベース

として有効活用してもらいたい。 
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33..22..3355..  土土地地管管理理費費（（森森林林政政策策課課））  

 

【事業の概要】 

恩賜県有財産の適正な管理及び処分を行うため、以下の事業を行っている。 

ⅰ．貸地、使用許可地、部分林の境界調査 

・県有地の新規貸付や使用許可及び部分林を含む期間満了に伴う更新・再設

定に際しての現地の踏査、確認、測量。 

・借受人の要請や県の都合などによる貸地等の変更や返還、部分林伐採跡地

の植栽及び保育事業のための現地調査等。 

ⅱ．土地売り払い及び貸付に伴う不動産鑑定 

・富士河口湖町災害移住地払下げに向けた不動産鑑定等。 

ⅲ．返還地等の管理 

・貸付返還地及び未利用県有地の適正な管理のための草刈り等。 

ⅳ．未利用地売り払いに伴う不動産鑑定 

ⅴ．恩賜県有財産土地管理システムの保守管理、更新・改修、機器リース 

・恩賜県有財産土地管理システムは、恩賜県有財産の土地貸付、土地使用許可

を一元的に管理するためのもので、管理対象の契約・使用許可件数は、合計

2,000 件以上に及ぶ。賃料算定方法が従来の山林素地の賃料算定から、現況

を所与とした賃料算定方法に変わり、新たに減免措置、所在市町村交付金の

負担調整措置など、貸付物件毎に様々な調整因子が必要となったことから、

現在のシステムでは対応不可となり、一部手作業で賃料算定を行わざるを

得ない状況で、大幅なシステム改修が必要となった。また、情報政策課（現：

DX・情報政策推進統括官）によるサーバー更新があり、新サーバーに対応す

るためのシステム改修費用も発生している。これらの費用は、令和 5 年度

特有のものである。 

 

【目的・法令根拠等】 

貸地：地方自治法第 238 条の 5 第 1 項（普通財産の管理及び処分） 

使用許可：地方自治法第 238 条の 4 第 1 項（行政財産の管理及び処分） 

部分林：恩賜県有財産管理条例第 21 条 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：35,867 千円 

決算額 ：31,065 千円 

 

ⅱ．異常な境界標の処理 

境界保全巡視により境界標の異常を発見したときは、速やかに検測を行い、

境界標の補修又は移設もしくは予備標を新設する。 

 

【目的・法令根拠等】 

山梨県県有林野境界管理要綱（昭和 61 年 3 月 31 日林政第 3-61 号） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：37,555 千円 

決算額 ：35,607 千円 

 

【具体的な目標】 

境界標の点検、境界の巡視等を行い、恩賜県有財産の境界に関する紛争を未然に

防止し、県民の貴重な財産を守ることが目標である。 

 

【実施した監査手続】 

・関連資料の入手・閲覧 

・担当者への質問の実施 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 
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（参考として「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況報告書」

フォーマットを後段に添付） 

 

（問題点及び改善策） 

恩賜県有財産土地管理システムは、恩賜県有財産の土地貸付、土地使用許可を

一元的に管理するためのものであり、恩賜県有財産の適正な管理及び処分を行う

ためには重要なシステムである。当該システムの大幅なシステム改修と、新サー

バーへの移行に係る業務の委託であり、委託先への情報セキュリティ対策は重要

なものと考えられる。そのため、委託先から収受する上記の報告書は、委託先の

情報セキュリティ対策の実施状況を把握する上で重要であり、「はい・いいえ」方

式で行われる「2．情報セキュリティ対策の実施状況」に加えて記載される「3．

本業務に係る安全性及び信頼性を確保するための具体的な措置」については、積

極的な記載を求めることにより、「はい・いいえ」方式では把握できない委託先の

情報セキュリティ対策について、その理解が一層深まることに加え、委託先の情

報セキュリティ対策への評価に資するものと考える。 

  

【具体的な目標】 

恩賜県有財産の適正な管理及び処分を行うことが目標である。 

 

【実施した監査手続】 

・関連資料の入手・閲覧 

・担当者への質問の実施 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4455.. 【意見事項】「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況

報告書」における「3．本業務に係る安全性及び信頼性を確保するための具体

的な措置」の積極的な取扱いについて 

委託先から収受している「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施

状況報告書」の中に、「3．本業務に係る安全性及び信頼性を確保するための

具体的な措置」という項目があるが、当該項目については、「（必要に応じて記

載）」との記載がある。委託先の情報セキュリティ管理体制の重要性に鑑み、委

託先の情報セキュリティ対策への評価に資するためにも、当該項目については

積極的な記載を求めるよう要望する。 

 

（現状） 

令和 5 年度は、恩賜県有財産土地管理システムの賃料算定方法変更に伴う大幅

なシステム改修と、新サーバーへの移行が行われた。当該業務を委託するに当た

り、委託先から「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況報告書」

（以下「報告書」という。）を収受し、委託先における情報セキュリティ対策の実

施状況の確認を行っている。報告書は、「１．委託内容」、「2．情報セキュリティ

対策の実施状況」、「3．本業務に係る安全性及び信頼性を確保するための具体的

な措置」という構成になっており、「2．情報セキュリティ対策の実施状況」は、

評価項目について「はい・いいえ」方式で回答し、「いいえ」の場合は対策等を記

入する形式であり、「3．本業務に係る安全性及び信頼性を確保するための具体的

な措置」については、「（必要に応じて記載）」との記載が付け加えられており、情

報資産の保管・持ち出し・返還及び廃棄について、従事者教育について及びその

他について、適宜記入する形式となっている。 
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（参考：「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況報告書」フォー

マット） 
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33..22..3366..  恩恩賜賜県県有有財財産産貸貸付付料料調調査査費費（（森森林林政政策策課課））  

 

【事業の概要】 

恩賜県有財産内の継続貸付地の貸付料算定（3 年ごとに貸付料の改定を実施し

ている）に当たり、令和 3 年度の貸付料改定調査時に設定した約 80 箇所の基準

地について、不動産鑑定士への依頼により、直近合意時点から令和 5 年度中の価

格時点までの間における経済情勢等の変化に即応する変動率を求め、約 560 箇所

の貸付地の純賃料にそれを乗じて、令和 6 年度から適用される適正賃料を算定す

る。 

 

（経緯） 

 平成 29 年までは、約 300 箇所（植樹用地除く）の全契約について、少額の契

約であってもコストをかけて継続賃料の価格等調査を行っていた。 

 令和 6 年度改定賃料は、令和 3 年度に現況を所与とした新規賃料で 574 箇所

（植樹地含む）を評価し直して、ほぼ全ての借地人から同意を得たことを踏ま

え、全数評価ではなく、約 80 箇所の基準地のスライド率を鑑定士に評価しても

らうことで、必要な精度を保ちつつ、適正な改定賃料を算定することとした。 

これは、一般県有地での貸付ルールが制定されたことに伴い、恩賜県有財産に

おいても費用対効果の観点からも同様の運用を行うこととしたことによる。 

 

【目的・法令根拠等】 

（目的） 

恩賜県有財産内の継続貸付地の貸付料算定を適正に行うため、不動産鑑定機関

による委託調査を実施する。 

（根拠法令等） 

地方自治法第 237 条、第 238 条の 5 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：5,500 千円 

 決算額 ：5,500 千円 

 

【具体的な目標】 

 予算化した事業の執行が目標となり、具体的な数値目標等は設けていない。 
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 この点も踏まえれば、Ｂ社、Ｃ社が見積書を提出できないことが判明した時点

で、Ａ社以外の業者では見積書を出すことさえ困難な事情があるものとして、同

業他業者では本件業務を担うことは困難と評価し、Ａ社との単独随意契約を検討

するなど、財務規則等に抵触するおそれがない方法を模索すべきであったといえ

る。 

 よって、今後は、随意契約を締結する場合、見積合わせの必要性などを十分に

認識した上で、慎重に手続を進めるよう求める。 

  

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4466..  【指摘事項】随意契約締結に至るまでの適正な手続について  

随意契約を締結する場合、見積合わせの必要性などを十分に認識した上で、

慎重に手続を進めるよう求める。  

 

（現状） 

 県は、不動産鑑定士へ調査業務を依頼するに当たり、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社に見積

書提出の依頼をして、見積合わせを試みた。 

この点、Ｂ社は委託契約書案の条項を理由に辞退し、Ｃ社は、提出期限までに

見積書の提出及び連絡がなかったことから、辞退扱いとなった。 

そのため、見積合わせの結果として、県はＡ社との間で業務委託契約を締結す

るに至った。 

 

（問題点及び改善策） 

上記経緯からすれば、Ｂ社及びＣ社からは、見積金額が提示されていないこと

になるため、見積合わせが有する「金額の適正を図る」という目的が果たせてい

ないと思われる。また、山梨県財務規則第 137 条 3 項には、「契約担当者は、随

意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。この場合、特別

の理由がある場合を除き、予定価格が十万円以上のときは、二人以上の者から見

積書を徴さなければならない。」とあり、県が随意契約を締結する場合、原則と

して二社以上から見積書を提出させることになっていることから、Ｂ社及びＣ社

から見積金額が提示されていない以上、同規則に抵触しているおそれがある。 

 もっとも、本件調査業務は、専門性が高いものといえるところ、令和 3 年時の

調査を担っていたのがＡ社であり、Ａ社には事前の資料・情報が他社より多かっ

たであろうことからすれば、結果的には本件調査を担うのは、業務の質的にも、

金額的にも、Ａ社がもっとも適していたであろうことは推測がたつ。 
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契約地境界の支障木、越境枝等の伐採・処分を行う 

（8） 収穫業務に係る経費 

分収林において収穫を行った際にかかる市場手数料及び搬出の際に必要と

なる隣接森林所有者への補償料 

 （出典：担当者から提供された資料から抜粋・加筆） 

 

（※）財団法人山梨県林業公社改革プラン 

財団法人山梨県林業公社は、将来的に 208 億円の債務超過が見込まれるなど、

抜本的な見直しが必要な状況にあることから、これまで、外部有識者等による県

出資法人経営検討委員会での検討を重ねるとともに、県議会においても議論が行

われ、抜本的な改革が必要との意見が出されたことから、これらを踏まえ、「財

団法人山梨県林業公社改革プラン」として策定しました。 

本プランに基づき、プランの最終年にあたる平成 28 年度に、透明性の高い債

務処理を行うため、平成 28 年 7 月 15 日甲府地方裁判所に民事再生手続開始の申

立を行い、以降、裁判所の監督の基に手続をすすめ、債務処理を終了した上で、

平成 29 年 3 月 31 日に林業公社を解散しました。      

なお、その後、平成 29 年 4 月 1 日に清算法人に移行し、清算手続をすすめ、

平成 29 年 9 月 12 日に清算結了しました。 

（出典：山梨県 HP 財団法人山梨県林業公社改革プランのページから抜粋） 

 

【目的・法令根拠等】 

山梨県林業公社から県が承継した分収林契約を確実に履行することを目的とし

ている。 

（出典：細事業説明書から抜粋・加筆） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：39,716 千円 

 決算額 ：23,712 千円 

 

【具体的な目標】 

 上記の目的に基づき、予算化した事業の執行が目標となる。 

 

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・各種資料の閲覧 

 

33..22..3377..  分分収収林林管管理理費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

 財団法人山梨県林業公社から承継した分収林の管理を確実に実施するため、必

要な業務を行う。 

 

〈経緯〉 

 県は、平成 23 年 12 月に策定した財団法人山梨県林業公社改革プラン（※）に

基づき、公社の廃止・分収林管理の県への移管に向け、平成 24 年度からの 5 年

間、公社と連携して、県への承継、分収割合の見直し（公社 6：土地所有者 4 

→ 県 8：土地所有者 2）及び契約期間の延長（20 年又は 40 年）を内容とする分

収林契約の変更処理を進めた。 

同プランにおいて、県に移管後の分収林を、県有林との一体的な管理や外部へ

の委託など、効率的な事業の実施により管理することとした。 

平成 29 年 3 月 31 日に、県は公社から分収林を承継し、同日に公社は解散した。 

 

〈事業内容〉 

 山梨県林業公社から承継した分収林の管理を確実に実施するため、必要となる

次の業務を行う。 

（1） 分収林施業地測量・調査業務 

翌年度施業区域の測量と搬出路の路線測量、立木調査等 

（2） 分収林だより印刷等業務 

分収林管理状況等の報告と契約書の名義・住所変更等の有無を確認するた

めの「分収林だより」の印刷・発送経費 

（3） 相続登記相談業務 

変更契約に同意している単独個人契約の相続人を対象とした司法書士によ

る相談・アドバイスの実施 

（4） 分収林管理システム運用・保守管理業務 

分収林に係る情報システムの運用・保守を行う 

（5） 分収林契約の変更交渉等業務 

変更契約が締結されていない契約者との交渉のため旅費及び変更契約締結

に要する印刷代・郵便料 

（6） 分収金の交付業務 

分収林契約で定める分収割合に応じ、契約者に分収金を支払う 

（7） 境界支障木等管理業務 
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 そこで、変更契約が未了である土地であっても、地上権に基づき最低限山林の

価値を維持するためのメンテナンスを実施することを要望する。現状、変更契約

前の土地については、植栽、主伐などを含めて管理を実施していないとのことで

あるが、通常、長期間メンテンナンスをせずに放置された山林の立木は適切な管

理がなされた場合と比べて木材としての価値が下がるものと考えられ、県が地上

権を保有する山林の立木の財産的価値低下を可能な限り避けるためにも、変更契

約が未了であっても最低限の管理は実施すべきものと考えられる。なお、県が地

上権を所有する土地において何らかの問題が生じた場合、県が法的のみならず道

義的な責任を負う可能性があることに鑑みても、土地の定期的な管理は必要であ

ると考える。 

  

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4477..  【意見事項】分収林契約の変更契約未了の土地の取扱いについて  

変更契約が未了である土地についても最低限のメンテナンス等は実施すべき

と考える。  

 

（現状） 

山梨県は、財団法人山梨県林業公社から分収林契約を承継しており、土地所有

者と分収割合の見直しや契約期間の延長等を含めて、変更契約の締結を進めてい

る。しかし、一部の土地については、土地所有者が不明となって変更契約の相手

方が特定できない等の理由により、変更契約の締結ができていない状況である。

一方で、山梨県林業公社と山梨県の間で締結された「公益財団法人山梨県林業公

社の再生計画の遂行に関する協定書」に基づき、山梨県は、当該変更契約が締結

できていない土地についても、地上権は引き継いでいる状況である。 

しかしながら、監査人が往査を実施した富士・東部林務環境事務所において

は、変更契約が締結されていない土地については、植栽、主伐などを含む山林の

管理や、分収対象木の販売等は行われていなかった。この点について担当者にヒ

アリングを実施したところ「変更契約が締結されていないため、分収金の交付先

が不明であることから、地上権を所有しているとしても山林等の管理を行ってい

ない。」との回答を得た。 

なお、『県行分収林に係る分収林契約の手引き（H30.3.29 付県有第 1870 号）』

では、変更契約を締結していない造林地における主伐・保育の実施について定

め、放置すると林地の荒廃が見込まれる場合や獣害等により造林木の生長が著し

く阻害される見込みがある場合は、保育を実施することしている。 

 

（問題点及び改善策） 

 県の財産である地上権が有効に活用されていないという点が問題点となる。確

かに、担当者の回答通り、変更契約が締結されていない以上、分収金の交付先は

不明であるが、地上権は山梨県にある以上、その権利の有効活用については検討

がなされるべきできある。 
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【具体的な目標】 

10 年間で 960,000 ㎥の立木等の伐採量を達成。 

 

【実施した監査手続】 

本庁所管課である県有林課及び出先機関の一つである峡南林務環境事務所に往

査し、担当者へのヒアリングと関連する資料の閲覧を行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 

  

33..22..3388..  収収穫穫予予定定箇箇所所のの立立木木調調査査・・処処分分費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

県有林の主産物(立木や丸太)・副産物（キノコやシラベ幼苗等）の売り払いに

伴う数量調査の実施。 

林産物の販売においては、販売区域の確定（販売品種の選定）や販売予定額の

算定を行うことが効率性の観点から重要であり、そのために県有林の調査を行

い、具体的な収穫箇所の選定・数量の算出を行う。 

 

具体的には下記のような事業となる。（往査を行った峡南林務環境事務所分） 

・調査用システム整備: 

iPhone、ドローン、測量調査用アプリ、その他調査用の消耗品購入 

・主産物・副産物の調査: 

専門的な測量調査について専門的技術を持つ業者に委託（随意契約） 

・調査測量補助： 

山に同行し杭打ち作業・車両通行のための修繕・クマタカ調査・ドローン保険

他 

・主産物販売委託:  

原木市場での公売による販売の委託 

・未利用材収穫： 

間伐材の搬出や運搬等の作業の委託 

 

【目的・法令根拠】 

（目的） 

県有林の林産物販売において、業務を効率的に実施するため、収穫予定箇所の

立木調査等を行う。また間伐材の運搬処分や販売委託を行い、未利用材の有効利

用により県の財源収入確保につなげる。 

（法令根拠） 

山梨県恩賜県有財産管理条例 

山梨県県有林野管理規程 

山梨県県有林野調査規程 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：69,940 千円 

決算額 ：57,309 千円 
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【実施した監査手続】 

本庁所管課である県有林課及び出先機関の一つである峡南林務環境事務所に往

査し、担当者へのヒアリングと関連する資料の閲覧を行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4488..  【意見事項】一貫作業システムの請負委託業務における競争性確保に

ついて  

一貫作業システムの請負委託業務については、競争性の確保の観点において

今後の状況を注視することが望まれる。  

 

一貫作業システムは、業務効率化のために伐採・搬出から地拵え・植栽までの

一貫した業務について一つの業者が県と受託契約をするものである。 

業務を横断的に一貫管理できる規模の業者が競争入札において有利となる点

で、従来のように業務ごとに入札する場合と比較すると競争性が失われがちとな

る懸念がある。新しい事業であるため今後の入札状況を分析し状況によっては委

託金額の経済性が担保される策を検討する必要がある。 

  

33..22..3399..  ややままななしし次次世世代代林林業業強強化化推推進進事事業業費費（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

県有林において、伐採・搬出から、地拵え・植栽までを一貫して一つの業者に

委託を行うことで、生産性の向上や低コスト化を図るものである。 

この「一貫作業システム」については、伐採から再造林まで川上から川下まで

の連携による森林資源の高度利用とコストの削減を図る取組として、これまで平

成 30 年度から 3 年間、一貫作業システムの実証事業を実施してきたものであ

り、本事業は令和 3 年度から事業化したものである。一貫作業システムは、国の

森林総合研究所において、下刈り回数の削減効果等も含め約 35％のコスト削減が

実証されている。 

伐採・搬出作業と地拵え・植栽作業の各々を別個に委託することで高コスト化

していたことを改善するため、各段階の作業を一貫した作業とし、例えば搬出中

に地拵えを完了する等短期間で作業を終えることができる。 

森林整備の一貫作業にかかる作業請負委託及び原木市場での販売委託が具体的

な事業内容となる。 

 

【目的・法令根拠】 

（目的） 

県有林において「一貫作業システム」を導入し、これによる森林施業の生産性

向上による低コスト化と、生産量の増加と売り払い収入の増加を図る。 

また、県有林だけでなく県内民有林全域にこの一貫作業システムを普及するこ

とにより、県内木材生産量の増加を図る。 

 

（法令根拠） 

山梨県恩賜県有財産管理条例 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

予算現額：87,655 千円  

決算額 ：54,394 千円 

 

【具体的な目標】 

10 年間で 960,000 ㎥の立木等の伐採量を達成。 

 

 

山 梨 県 公 報 号 外  第 十 八 号 令 和 七 年 四 月 三 十 日 一 一 七



ウ．県営林道の路線数及び延長 

 

［令和 5 年度県営林道修繕費：路線数及び延長］       （単位：本、ｍ） 

 

既設区

分 

一般会計（県有林振興助

成） 

恩特会計注  

合計 

令 和 

4 年度 

 

増減 

南アル

プス林

道 

生活関

連林道 

計 管理経

営林道 

計 

路線数 1 18 19 196 196 215 210 5 

延

長 

砂

利

道 

526 22,474 23,000 435,246 435,246 458,246 452,868 5,378 

舗

装

道 

28,680 173,880 202,560 510,356 510,356 712,916 712,916 0 

計 29,206 196,354 225,560 945,602 945,602 1,171,162 1,165,784 5,378 

出所：治山林道課の管理資料に基づき監査人作成。 

注：恩特会計は、恩賜県有財産特別会計の略である。当該事業の原資は財産収入である。 

 

エ．予算額 

 

621,969 千円（前年度：599,374 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33..22..4400..  県県営営林林道道維維持持修修繕繕費費（（治治山山林林道道課課））  

 

【事業の概要等】 

➀ 県営林道維持管理業務の概要 

 

県営林道維持管理業務は、県営林道を適切に維持管理し、利用者の安全・円

滑な通行に寄与することを事業目的として、県営林道 215 路線（生活関連 19

路線及び管理運営 196 路線）について、維持管理を行うものである。 

県営林道は、山村地域住民の生活改善及び県有林経営の合理化を目的に作

られたものであるが、近年、広く一般の人々に利用されている。しかし、施設

の老朽化も進み、降雨後に落石等もあることから、治山林道課においては、林

道施設の管理・維持補修を実施し、損害賠償保険などハード・ソフト両面の対

応を行っている。 

一方では、開設事業（林道新設事業）の実施に伴い、維持管理を要する路線

延長が年々増加していることから、事業費の確保と効率的な事業の実施が課

題となっている。 

したがって、治山林道課は、林道の現況把握に努め、災害の未然防止及び破

損個所の早期回復を図る取組を必要としている。 

 

② 事業概要 

 

ア．事業根拠法令 

 

山梨県営林道維持管理要綱 

 

イ．事業内容 

 

［林務環境事務所所管事業分］ 

ⅰ 林道施設の点検 

ⅱ 落石・崩落土砂の撤去、除雪 

ⅲ 側溝清掃、路面補修 

ⅳ 老朽化施設の補修等 

［林政部治山林道課所管事業分］ 

ⅴ 林道損害賠償保険 
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【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..4499..  【意見事項】工事請負契約に係る当初設計の積算について  

令和 5 年度の舗装工事に係る契約変更の理由の一つとして、当初から合理的

に見積ることができたと考えられる事項（交通誘導員の配置人数）、かつ、変更

の見込みを共有することができた時点で、契約変更金額も合理的に見積るこ

とができると考えられる事項に対して、契約変更の時期に合理性があるか疑

問が生じる契約案件があった。 

まず、当初設計時点で本来把握すべき積算対象事項の積算を注意深く実施す

るよう要望する。 

また、事後的に増額変更の意思決定を行う時点は、合理的な積算が可能と判

断された時点を基準にして、速やかに契約変更を行うよう要望する。 

 

（現状） 

中北林務環境事務所が所管する工事請負契約のうち、林道南アルプス線（柴平工

区）舗装工事（明許）について、当初契約から変更契約までのプロセスは次のとお

り進められていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［令和 5 年度県営林道修繕費予算］                  （単位：千円） 

 

既設区分 

一般会計（県有林振興助成） 恩特会計注 1  

合計 

令和 

4 年度 南アル

プス林

道 

生活関

連林道 

消費税 計 管理経

営林道 

消費税 計 

需用費 810 1,005 182 1,997 7,465 746 8,211 10,208 12,831 

役

務

費 

保 険

料 

16 107  123 516  516 639 636 

そ の

他 

65 438 50 553 2,111 211 2,322 2,875 2,785 

小計 81 545 50 676 2,627 211 2,838 3,514 3,421 

委託料 4,715 8,690 1,340 14,745 220,592 22,059 242,651 257,396 248,952 

使用料・賃

借料 

31 194 23 248 413 41 454 702 700 

工 事 請 負

費 

12,000 75,031 8,703 95,734 172,919 17,292 190,211 285,945 271,840 

原材料費 1,100 9,100 1,020 11,220 2713 271 2,984 14,204 11,630 

計 18,737 94,565 11,318 124,620 406,729 40,620 447,349 571,969 549,374 

配当保留

分注 2 

12,000 13,000  25,000 25,000  25,000 50,000 50,000 

総合計 30,737 107,565 11,318 149,620 431,729 40,620 472,349 621,969 599,374 

出所：治山林道課の管理資料に基づき監査人作成。 

注 1：恩特会計は、恩賜県有財産特別会計の略である。当該事業の原資は財産収入である。 

注 2：「配当保留分」とは、財政当局が当該事業に係る配当を保留している予算額である。 

 

【実施した監査手続】 

県営林道維持修繕費の事務事業の執行に係る財務監査を実施するに当たり、

次の監査手続を実施した。 

① 県営林道維持補修費の事務事業について、治山林道課から関連する資料を

入手し、内容を閲覧して、必要な説明を受けた上で、治山林道課からの事務事

業の総括的説明を受けた。 

② 県営林道維持補修費の事務事業（保険料を除く。）について、中北林務環境

事務所に現場往査し、外部監査人が必要と考える監査手続として、各種関連す

る資料の入手・閲覧、質問等を実施した。 

③ 上記①及び②の財務監査に併せて、当該事務事業の執行に関して、3E（経済

性、効率性及び有効性）の観点から業務監査を実施した。 
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「・交通誘導員の実施数量について 

標記について、実施数量を報告します。 

・変更指示 

交通誘導員について、別紙変更設計図書のとおり変更します。 

変更理由 

交通誘導員について 

・当初設計では、交通誘導員 50 人計上していたが、本施工箇所はカーブが

連続する区間であること、また各工区間の距離もあることなどから、交通誘

導員を工事区間の前後だけではなく、中間にも配置する必要が生じ、交通誘

導員が増員となった。そのため報告のあった実施数量に基づき交通誘導員人

数を変更したい。」 

 

一方、当初設計では各工区間の中間には配置を見積っていなかったが、3 月 9 日

付けの工事打合簿により、受注者からの設計図書の照査に基づき、交通誘導員の配

備完了後、実績数量に基づき報告した上で、変更することを指示している。そして、

上記のとおり、9 月 1 日付け工事打合簿において、受注者からの実績報告により具

体的な増額金額が指示されている。 

しかし、「実施数量」が確定しない段階でも、交通誘導員の増員の規模は合理的

に見積もることができる。当初設計において「50 人」の交通誘導員を想定して設

計していることからも、交通誘導員の増員についても合理的に設計することがで

きることが分かる。 

したがって、今回の交通誘導員の増員部分に関しては、可能な限りの注意をもっ

て当初設計段階から積算内容に含めるよう要望する。 

 

NNoo..5500..  【意見事項】工事請負契約における契約額変更のルールについて  

県営林道修繕費の建設工事請負契約に関して、現在の実務で遵守されている

契約変更ルール（当初契約額から出来形を控除した金額と比較して、追加工事

の指示額がこれを超過した時点で契約変更を行うと担当所管課に認識されて

いるルール）については、組織として明文により共有されていないことから、確

認の上、組織として当該ルールを共有するよう要望する。  

［林道南アルプス線（柴平工区）舗装工事（明許）］       （単位：円） 

日付 事項 変更指示 変更額注 契約額 

2月27日 当初契約［令和 5 年 2 月 28 日～9 月 21

日］ 

－ 22,220,000 

3 月 9 日 設計図書 

照査 

交通誘導員配備完了後、実

績数量の報告・変更（指

示） 

－ － 

3月14日 第 1 回変更 4 週 8 休以上週休 2 日変更 

：概算指示額 71 万円 

704,000 

（3.2％） 

22,924,000 

4月 19日 ❶増額指示 土工・路盤工増額 

：概算指示額 60 万円 

－ － 

4月26日 ❷増額指示 山側舗装版の撤去新設 

：概算指示額 75 万円 

－ － 

6月21日 ❸増額指示 As 舗装取壊厚変更 

：概算指示額 28 万円 

－ － 

8月17日 ❹減額指示 舗装施工延長の見直し 

：概算指示額△2 万円 

－ － 

9 月 1 日 ❺増額指示 交通誘導員増員 50 人⇒88 人 

：概算指示額 87 万円 

－ － 

9 月 4 日 第 2 回変更 ❶～❺の増額指示のまとめ 2,480,500 

（11.2％） 

25,404,500 

出所：中北林務環境事務所の契約書等一式に基づき監査人作成。 

注：「変更額」の欄に表示している（ ）内の数値は、当初契約に対する契約変更額の

割合である。 

 

林道南アルプス線（柴平工区）舗装工事（明許）の契約期間は、令和 5 年 2 月

28 日から 9 月 21 日までであったが、上記の表の❺に記載しているとおり、当初設

計段階での交通誘導員の大幅増員が 9 月 1 日までに確定し、概算額 87 万円の増額

指示が事後的に出されていた。 

 

（問題点及び改善策） 

前記の表の❺では、交通誘導員の増員を過去の時点で受注者から提案を受けて

発注者側が検討した結果、当初設計段階での「50 人」から「88 人」へ増員するこ

とが発注者から指示され、受注者が承諾していることが分かる。このことについて

は、工事打合簿（発議日：令和 5 年 9 月 1 日）では次のとおり「変更理由」が記載

されている。 
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6 月 21

日 

❸増額指示 舗装撤去数量の実績での変

更 

：概算指示額 46 万円 

－ － 

7 月 25

日 

第 1 回変更 ❶～❸の増額指示のまとめ 1,442,100 

（14.8％） 

11,155,100 

出所：中北林務環境事務所の契約書等一式に基づき監査人作成。 

注：「変更額」の欄に表示している（ ）内の数値は、当初契約に対する契約変更額の

割合である。 

なお、第 3 回目の増額変更に基づく指示は 6 月 21 日（実績報告によるもの）で

あったが、実務としては、1 か月後の契約変更となっている。 

 

（問題点及び改善策） 

当該ルールに関しては、事務所所管課の職員には周知されているものと判断す

ることができた。しかし、当該ルールがガイドライン等の既存の内部統制に関する

内規等により、所管課内で共有され周知されているかどうかに関しては、把握する

ことができなかった。したがって、当該ルールの文書化等、内部統制の統制活動を

見える化することが重要であり、今後は、所管課において、当該ルールの文書化等

により課内での共有化を進めるよう要望する。 

 

なお、現在の契約変更に係るルールに関しては、請負工事の進捗管理において、

変更額の累計額が、今後の残工事の出来形との比較に基づき、前者が後者を超過す

るかどうかについて、工事実績の集積を正確に行う必要があり、一定の複雑さと事

務的煩雑さを伴うものと考えられる。 

実際に、契約変更の事由が発生した際には、その都度、当初契約額（Ａ）、その

時までの出来形（Ｂ）及び残工事額（Ｃ=Ａ-Ｂ）並びに追加工事の累計額（Ｄ）の

大小関係について、各金額の集計結果を検証して、契約額の変更の都度、進捗管理

を実施しなければならない。 

これらの大小関係の判断を行う進捗管理のルールについて、次のとおり記号を

使い説明する。 

［契約変更の判断基準］ 

❶ Ｃ＞Ｄの場合： 

当初契約額の残工事の範囲（Ｃ=Ａ-Ｂ）の中にあるため、契約変更はこの時

点ではしない。 

❷ Ｃ＜Ｄの場合： 

当初契約額の残工事の範囲（Ｃ=Ａ-Ｂ）を超過しているため、契約変更を超

過した段階で実施する。 

 

（現状） 

中北林務環境事務所の所管課からの聴取によると、工事請負契約における変更

の一つの基準に関する説明があり、その概要は次のとおりである。 

① 請負工事の進捗管理は、工事打合簿で行っているが、当初設計等から変更し

なければならない工法の変更や工事を開始しなければわからない障害物等の

存在と撤去の必要性等が判明した段階で、受注者側又は発注者側からの提案・

協議により、指示を受け、それに対する承諾を行うことがルールとして存在し、

運用されている。 

② このような工事打合簿による工事の進捗管理の中で、増額変更を伴う追加

工事等が指示された場合、当該増額分は、当初の契約金額には含まれないもの

であり、本来であれば速やかに当初契約の変更を行う必要がある。 

③ 一方、従来は、契約変更に該当する追加工事が発生しても速やかに契約変更

をせずに問題が発生した事例があったことから、過去の一定時点で、問題解決

を図ってきた。 

④ そのような経緯を踏まえて、現在では、「当初契約額から出来形を控除した

金額と比較して、追加工事の指示額がこれを超過した時点で契約変更を行う

というルール」が担当所管課に認識されているということである。 

 

中北林務環境事務所の現場往査を行い、令和 5 年度において執行した工事請負

費及び委託料（工事に関連する業務委託）の契約書一式を閲覧したところ、上記の

ルールの遵守状況を含めて、財務監査等を実施した結果、上記のルールに反する事

実は発見されなかった。 

参考事例のひとつとして、前掲の「林道南アルプス線（柴平工区）舗装工事（明

許）」以外に、「林道大樺沢線舗装工事」を次のとおり掲載する。 

 

［林道大樺沢線舗装工事］                   （単位：円） 

日付 事項 変更指示 変更額注 契約額 

4 月 26

日 

当初契約［令和 5 年 4 月 27 日～9 月 15

日］ 

－ 9,713,000 

5 月 24

日 

❶増額指示 舗装路肩部の盛土材料の変

更 

：概算指示額 8 万円 

－ － 

6 月 16

日 

❷増額指示 起工測量・現地確認での変

更 

：概算指示額 92 万円 

－ － 

山 梨 県 公 報 号 外  第 十 八 号 令 和 七 年 四 月 三 十 日 一 二 一



33..22..4411..  県県営営林林道道事事業業調調査査業業務務費費（（治治山山林林道道課課））  

 

【事業の概要等】 

➀ 県営林道事業調査業務費の業務執行の概要 

 

県営林道事業調査業務費に係る業務については、事業採択の前年度中に設

計図書を作成し、国の承認を得ると同時に、早期に工事に着手することが事業

目的である。事業内容は、全体計画調査及び測量設計業務の実施であり、事業

期間は、令和 3 年度からである。 

 

② 事業概要 

 

ア．ビジョン 

 

戦後から高度経済成長期にかけて造成された人工林の多くが、木材として

利用可能な時期を迎えていることから、この資源を伐採して再び造林する森

林資源の循環利用を積極的に進め、林業を成長産業としていくため、基盤とな

る林道整備を推進している。 

 

イ．現状と課題 

 

令和元年度末に策定した山梨県林内路網整備計画により、毎年度 10 ㎞の林

道整備を行うこととしているため、必要となる新規路線の整備を積極的に行

っているとしている。 

課題としては、林内路網の骨格となる森林基幹道の継続的な整備が完了し

つつある中、今後は支線となる森林管理道、林業専用道の新規計画に移行して

いくこととしている。この事業採択に向けては、事業化前であるため国庫補助

金が使えないことから、事前調査や全体計画の作成、測量設計に係る予算の確

保が課題であると考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの判断ルールは、出来形と契約変更金額の合計が契約の範囲内であれば、

請負業者に工期の途中で倒産等が発生した場合であっても、新たな予算手当てが

発生することがないルールであるともいえる。 

一方、業務委託契約ではこのような進捗管理を一覧表にして分かりやすく管理

し、契約毎の簿冊に編綴している。 

それに対して、工事請負契約に関しては、業務委託契約の実務に見受けられる進

捗管理の一覧表は編綴された簿冊の中では確認できない。 

過去の一時点で現在のルールが設定される前に、契約変更に関して問題があり、

その対応策として、前述のルールが設定されたということであれば、工事請負契約

等のリスク管理において、既に十分に、適正な進捗管理が実施されているものと評

価することができる。 

しかし、現在のルールの中では、変更契約のルールは事実上設定されているもの

の、別途契約として、契約変更になじまない事態が生じる場合に、どのようなルー

ルで別途契約と認識するか、その判断基準に活用することはできない。 

他県の事例として、変更契約をする判断基準と別途契約にする基準に関して、次

のようなルールを設定している事例がある。 

今後、基準の見直しがなされる際に参考になるものと期待して掲載する。 

 

［他県の事例：変更契約と別途契約の判断基準］ 

❶ 工事請負契約の当初契約金額に対して、20％を超過する追加工事の指示を

する場合（追加工事の指示の累計額が 20％を超過する場合を含む。）、速やか

に契約変更を実施する。この場合、残工事金額を当該追加工事の累計額が超過

しなくとも、変更契約を速やかに実施することとなる。 

❷ 工事請負契約書の条文に、発注者が受注者の承諾を得て、追加工事の指示を

行う場合、原則として、「速やかに変更契約を行う」趣旨の文言が規定されて

いる。 

❸ 追加工事の指示額又はそれらの累計額が、工事請負契約の当初契約金額に

対して、30％を超過する場合、別途契約を検討する。 

❹ なお、上記❶及び❸は、内部統制上、ガイドラインに明記し、担当部局に周

知している。 

  

山 梨 県 公 報 号 外  第 十 八 号 令 和 七 年 四 月 三 十 日

山 梨 県 公 報 号 外  第 十 八 号 令 和 七 年 四 月 三 十 日 一 二 二



を利用して、路網の現況調査及び路網基礎調査を行うことを目的とするものである。 

 

【実施した監査手続】 

県営林道事業調査業務費の事務事業の執行に係る財務監査を実施するに当

たり、次の監査手続を実施した。 

① 県営林道事業調査業務費の事務事業について、治山林道課から関連する資

料を入手し、内容を閲覧して、必要な説明を受けた上で、治山林道課からの事

務事業の総括的説明を受けた。 

② 県営林道事業調査業務費の事務事業について、中北林務環境事務所に現場

往査し、外部監査人が必要と考える監査手続として、各種関連する資料の入

手・閲覧、質問等を実施した。 

③ 上記①及び②の財務監査に併せて、当該事務事業の執行に関して、3Ｅ（経

済性、効率性及び有効性）の観点から業務監査を実施した。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 

  

③ 予算概要 

 

［予算推移］                   （単位：千円） 

区 分 事業費 
財源内訳 

財産収入 一般財源 

令和 5 年度 30,162 30,162 0 

令和 4 年度 30,136 30,136 0 

令和 3 年度 31,930 31,930 0 

 

④ 実績概要 

［令和 5 年度県営林道事業調査業務費等実績一覧］        （単位：円） 

No 会計 事業名 所管 路線名 工種 区分 積算額 

1 恩特 
県 営

林 道

事 業

調 査

業 務

費 

中北 南アルプス線 
林道 

開設 

事 業 

採択前 
4,719,000 

2 恩特 中北 
中北林務環境事務所管内 

路網基礎調査注 

林道 

開設 

事 業 

採択前 
7,392,000 

3 恩特 中北 樫山 1 号支線 
林道 

開設 
緊急性 14,300 

4 恩特 峡東 
峡東林務環境事務所管内 

路網基礎調査注 

林道 

開設 

事 業 

採択前 
5,819,000 

5 恩特 峡東 川上牧丘線 
林道 

改良 
緊急性 175,000 

6 恩特 峡南 足馴峠線 
林道 

開設 
緊急性 2,074,600 

7 恩特 峡南 湯之奥猪之頭線 
林道 

改良 
緊急性 60,500 

8 恩特 峡南 
峡南林務環境事務所管内 

路網基礎調査注 

林道 

開設 

事 業 

採択前 
8,910,000 

9 恩特 
富士・

東部 
二ツ山 1 号支線 

林道 

開設 
緊急性 367,400 

小 計 － － － 29,531,800 

10 一般 林道費 
富士・

東部 

富士・東部林務環境事務所

管内路網基礎調査注 

林道 

開設 

事 業 

採択前 
10,340,000 

合 計 － － － 39,871,800 

注：林務環境事務所管内の県・民有林区域を対象として、既存の航空レーザ計測データ
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【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 

  

33..22..4422..  保保護護事事業業交交付付金金（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

恩賜林とは、明治 44 年 3 月 11 日に明治天皇より御料地の所有権を県に移管し

たものをいう。当時の面積にして 164 千 ha に及び、現在の県土の約 1/3 を占め

ている。県は恩賜林の管理のため、山梨県恩賜県有財産管理条例を定め、保護責

任を所在する各市町村等に負わせるほか、恩賜林から発生する収益の分配につい

て規定している。恩賜県有財産保護団体である各地域の自治体、保護組合、財産

区により県有林の保護活動が行われている。 

保護事業交付金事業は、恩賜県有財産保護団体に対して県有林の保護の代償と

して、県有林を伐採し売却した代金の一部を交付する事業である。保護団体への

交付金は、売却代金に比例した事業割と保護面積に比例した面積割に分けて計算

され、交付される。交付金は、土地の貸付料や立木の販売代金が財源となってお

り、一般会計の負担はない。 

 

【目的・法令根拠等】 

山梨県恩賜県有財産管理条例 第 48 条 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：12,486 千円 

 決算額 ：8,949 千円 

 木材の販売が不調に終わり予算未達となった。 

 

【具体的な目標】 

第 4 次県有林管理計画（令和 3 年 4 月 1 日～令和 13 年 3 月 31 日）において木

材供給の推進として伐採量 960,000 ㎥を目標としており、当該事業も恩賜県有林

の伐採を通じて寄与している。 

 

【実施した監査手続】 

・予算資料、事業内容説明資料の閲覧 

・売却収入の調定、事業割交付金、面積割交付金の計算についてサンプリング

による確認 

・担当者へのヒアリング 
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33..22..4444..  土土地地利利用用条条例例交交付付金金（（森森林林政政策策課課））  

 

【事業の概要】 

土地利用条例交付金事業は、山梨県恩賜県有財産土地利用条例に基づき、県の

策定する長期開発計画事業に基づく事業により得られる賃借料等の収入額から所

在市町村交付金と管理費を除いた額の 25％を恩賜県有財産について保護の責任を

有する当該保護団体に交付する事業である。恩賜県有財産の土地を、民間事業者

等に貸与し、得た賃料の一部を保護団体に交付している。 

 交付金の交付率を定めた覚書（昭和 48 年 1 月 31 日締結、山梨県知事と山梨県

恩賜林保護組合連合会長）の冒頭には、「恩賜県有財産のもつ歴史的経緯と山梨

県恩賜県有財産管理条例の精神を体し、今後における恩賜県有財産の高度利用を

円滑に進めるため」に必要な交付金とされている。担当者へのヒアリングによる

と交付金が存在することにより、地元の利害関係者との安定した関係が継続する

効果があるとのことであった。 

 

【目的・法令根拠等】 

山梨県恩賜県有財産土地利用条例（昭和 48 年 1 月 1 日） 

覚書（昭和 48 年 1 月 31 日締結、山梨県知事と山梨県恩賜林保護組合連合会

長） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：71,949 千円 

 決算額 ：68,021 千円 

 

【具体的な目標】 

条例に基づき適切に運用する。 

 

【実施した監査手続】 

・補助金要綱、実施報告等の資料の閲覧 

・交付金の計算についてサンプリングによる確認 

・担当者へのヒアリング 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 

  

33..22..4433..  部部分分林林分分収収交交付付金金（（県県有有林林課課））  

 

【事業の概要】 

部分林分収交付金事業とは、恩賜県有林を保護団体に無償で貸し付け、保護団

体が自己の負担で造林した木材の売却収入を保護団体に交付する事業である。木

材の売却代金は、県に帰属し、これを財源としてあらかじめ定められた割合で保

護団体に交付する。交付金は、売却代金が財源となっており、一般会計の負担は

ない。 

 

【目的・法令根拠等】 

山梨県恩賜県財産管理条例 第 34 条 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：84,143 千円 

 決算額 ：64,955 千円 

 

【具体的な目標】 

第 4 次県有林管理計画（令和 3 年 4 月 1 日～令和 13 年 3 月 31 日）において木

材供給の推進として伐採量 960,000 ㎥を目標としており、当該事業も部分林の伐

採を通じて寄与している。 

 

【実施した監査手続】 

・予算資料、事業内容説明資料の閲覧 

・木材の売却代金の調定、交付金の計算についてサンプリングによる確認 

・担当者へのヒアリング 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 
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33..22..4466..  県県有有資資産産所所在在市市町町村村交交付付金金（（森森林林政政策策課課））  

 

【事業の概要】 

県有資産所在市町村交付金は、国有資産等所在市町村交付金法に基づき県有財

産を民間事業者等に貸与した際に発生する賃料の内、固定資産税に相当する額を

県有財産が所在する市町村に交付するものである。主に恩賜県有財産の所在する

県内 21 市町村に、固定資産税相当額を交付金として交付している。 

 

【目的・法令根拠等】 

国有資産等所在市町村交付金法（昭和 31 年 4 月 24 日） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：263,446 千円 

 決算額 ：263,445 千円 

 

【具体的な目標】 

国有資産等所在市町村交付金法に基づき県内の各市町村に適切に交付金を交付

する。 

 

【実施した監査手続】 

・申請書などの項に係る資料閲覧 

・サンプリングによる土地の評価、交付金額算定の確認 

・担当者へのヒアリング 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 

  

33..22..4455..  演演習習場場交交付付金金（（森森林林政政策策課課））  

 

【事業の概要】 

演習場交付金は、北富士演習場への県有地提供と地元関係者に対する交付金の

交付を行う事業である。県は、富士北麓の県有地 23,959,542 ㎡を国に土地賃貸

借契約又は使用許可により提供しており、国からの賃料の内、55.977％を地元関

係者に交付している。地元関係者は、富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合

他 9 の団体又は個人である。 

令和 4 年度より特別加算を交付している。 

富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合が策定した「恩賜林百年の森づくり

基本計画」に基づく取組を県が進める施策を補完するものとして評価し、交付金

の特別加算を行うものである。 

 

【目的・法令根拠等】 

・地方自治法第 232 条の 2 公益上必要な交付 

・山梨県補助金等交付規則 

・山梨県演習場交付金交付要綱 

・山梨県演習場特別加算交付金交付要領 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：1,903,138 千円 

 決算額 ：1,903,136 千円 

 

【具体的な目標】 

北富士演習場と植樹用貸地・部分林等の地元利用の 2 つの土地利用関係を両立

させると共に、北富士演習場の円滑な使用を図る。 

 

【実施した監査手続】 

・補助金要綱、実施報告等の資料の閲覧 

・担当者へのヒアリング 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 特記すべき事項なし。 
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（出典：山梨県 HP 林業・木材産業改善資金リーフレットから抜粋） 

 

【目的・根拠法令等】 

（目的） 

 生産効率の良い林業機械の購入などの設備投資に対して、円滑な資金の融通を

行うことにより、県内林業及び木材産業の健全な発展を図ることを目的としてい

る。 

（必要性） 

 県土の保全や水源のかん養、地球温暖化の防止など、森林は県民生活を守る上

で多面的な機能を発揮しており、林業・木材産業等の事業体はその機能を維持す

るという大きな役割を担っている。 

33..22..4477..  林林業業・・木木材材産産業業改改善善資資金金貸貸付付金金（（林林業業振振興興課課））  

 

【事業の概要】 

 林業事業体へ能率的な技術導入や労働力確保等を積極的に助長するための貸付

金である。 

（出典：細事業説明書から抜粋・加筆） 

 

 貸付対象者や条件等は以下のとおりである。 

貸付対象者 森林所有者、森林組合、素材生産業者、木材製造業者、木材

卸売業者、きのこ生産者等 

利率 無利子 

貸付限度額 林業：個人 15,000 千円、会社 30,000 千円、団体 50,000 千円 

償還（据置）期間 10 年以内（うち据置期間は 3 年以内） 

申請時期 随時 

債務保証 （独）農林漁業信用基金（※）の債務保証を受けることが条

件 

（※）農林漁業信用基金とは、林業者、木材産業者等が融資機関から事業資金を

借り入れる際に、その借り入れに係る債務を保証して、資金の融通を図るために

設立された独立行政法人。 事業者が債務保証を受けるには、保証額に応じて農

林漁業信用基金へ出資金と保証料の支払が必要になる。 

（出典：山梨県 HP 林業・木材産業改善資金リーフレットから引用） 

  

なお、林業・木材産業改善資金貸付金は昭和 51 年から開始している制度であ

る。従前は、県が直接事業者に対して貸付ける直貸方式であったが、平成 20 年

より全ての貸付を転貸方式に移行しており、指定金融機関が事業者に対して貸付

けを実行している。 

（参考：現在の事業者が資金を借りるまでの流れ） 
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 従前行われていた、直貸方式（県が直接事業者に対して貸付ける方式）で実行

した林業・木材産業改善資金貸付金には現在滞納しているものが 3 件ある。滞納

している貸付金であっても、ほとんどの貸付金は返済の目途が立つペースで回収

されているが、1 件のみ、貸付の未回収残高が比較的多額に残っており、返済ベ

ースもごく少額で客観的に見て返済の目途が立っていないと考えられる貸付金が

ある。この貸付金についての状況は以下のとおりである。 

・貸付先は株式会社である法人（以下、貸付先の株式会社を「Ａ社」と表記す

る）。 

・連帯保証人はいない。 

・少額であるが定期的な返済は行われている。 

・貸付の未回収残高は 1,000 万円を超えている（滞納違約金除く）。 

・令和元年度～令和 4 年度の返済金額が今後も続くと仮定すると完済までは 100

年を超える期間を要することとなる。 

 

この貸付金の回収において、県の担当者は、Ａ社に対し毎月の入金状況の確認

や毎年度の財政状態を把握するための資料（決算書等）の入手及びその内容の確

認などは毎年度実施している。また、決算書等を用いて財政状態の検討を行って

いるが、現時点において、Ａ社が滞納している貸付金の返済を行うための十分な

資力があるとは言えない状況である。 

 

（問題点及び改善策） 

 

現状の返済状況等から判断すると、当該貸付金は実質的に回収不能となるリス

クは相当程度高いと言わざるを得ない状況にあり、貸付金回収の可能性を上げる

ため更なる対応を実施することを要望する。 

例えば、債務者であるＡ社の毎年度の財政状態を把握するための資料（決算書

等）に加えて、現状及び将来の資金繰り表（予算表）や将来事業計画の提供によ

る返済（返済見込）額の確認等を行うなど、返済額増額の余地の有無について、

追加確認を行うなどが考えられる。 

また、契約上貸付先はＡ社であり、代表者は連帯保証人にもなっていないこと

から、代表者に対する、資力調査のための資料提出や貸付金返済の協力は、あく

まで任意での協力対応とならざるを得ないが、回収が見込めない状況が続くもの

と認められるのであれば、貸付金の回収可能性を少しでも上げるためにも別経路

での回収実績の向上を模索すべきものと思料する。 

 しかしながら、林業・木材産業等の事業体の経営基盤は総じて小規模かつ脆弱

な状態にあるため、効率的な施設・設備の導入に対して円滑な資金融通を行う必

要がある。 

（根拠法令等） 

・林業・木材産業改善資金助成法 

・山梨県林業・木材産業改善資金貸付規則  等 

（出典：担当者提出資料から抜粋・加筆） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：71,000 千円 

 決算額 ：10,000 千円 

 

【具体的な目標】 

上記の目的に基づき、貸付対象者に貸付を行うことで、林業事業体が高性能林

業機械の導入や、新たな林業資産販売事業等を行い、経営基盤を強化し、もって

雇用の安定・林業事業の活性化を図ることが目標となる。 

（出典：細事業説明書から抜粋・加筆） 

 

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・各種資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..5511..  【意見事項】林業・木材産業改善資金貸付金の返済未了案件について  

現状の返済状況等から判断すると、当該貸付金は実質的に回収不能となるリ

スクは相当程度高いと言わざるを得ない状況にあり、貸付金回収の可能性を

上げるため更なる対応を実施することを要望する。  

 

（現状） 
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33..22..4488..  木木材材産産業業等等高高度度化化推推進進資資金金貸貸付付金金  

 

【事業の概要】 

木材の生産又は流通を担う事業者がその事業の合理化を推進するのに必要な資

金を、低利で円滑に融通することにより、県内木材産業の健全な発展を図るため

の貸付金である。 

（出典：細事業説明書から抜粋・加筆） 

 

貸付対象者 森林組合、森林組合連合会、森林所有者、素材生産業者、製材業者 

等 

資金の種類 ・素材生産等促進資金 

・新規需要創出資金 

・木材高度加工資金 

・林業経営高度化推進資金 

・伐採・造林一貫作業推進資金 

・木材安定供給資金 

貸付限度額 資金の種類によって定められている 

50,000 千円～300,000 千円（特認 150,000 千円～500,000 千円） 

金利 資金の種類によって定められている 

1.35～1.75% 

※債務保証(80%以上)がある場合は-0.4% 

償還期間 短期運転資金は 1 年以内、長期運転資金は 5 年以内 

 

（出典：山梨県 HP 木材産業等高度化推進資金のページから抜粋） 

 

【目的・根拠法令等】 

（目的） 

 木材の生産又は流通を担う事業者が、その事業の合理化を推進するのに必要な

資金を、低利で円滑に融通することにより、県内木材産業の健全な発展を図る。 

（必要性） 

 本格的な利用期を迎えた人工林資源の有効活用による林業の成長産業化を実現

するため、木材供給が円滑に実施される体制を構築する必要がある。 

（根拠法令等） 

・林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 

・木材の安定供給の確保に関する特別措置法 

上記施策を検討・実施しても、回収可能性の向上が見込まれない場合、今後の

事業の状況にもよるが、履行延期の特約（地方自治法施行令第 171 条の 6）の適

用も検討するよう要望する 

  

。
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3.3. 出出資資法法人人のの監監査査 

33..33..11..  株株式式会会社社  清清里里のの森森管管理理公公社社  

 
【出資法人の概要等】 

・所在地  

北杜市高根町清里 3545－1 

 

・出資者 

 出資者名 出資額（千円） 出資比率 

1 山梨県 4,500 45％ 

2 念場ケ原山保護財産区 3,000 30％ 

3 ㈱清里の森管理公社 2,500 25％ 

  10,000 100％ 

 

・設立  

昭和 60 年 4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・山梨県木材産業等高度化推進資金制度運営要綱 等 

 

また、森林のもつ多面的な機能を維持していくためには、林業のみならず木材

産業の健全な発展が欠かせないため、木材産業事業体の経営の合理化・高度化を

推進する本資金制度は必要である。 

（出典：担当者提出資料から抜粋・加筆） 

 

【令和 5 年度 予算/決算執行状況】 

 予算現額：11,500 千円 

 決算額 ：11,500 千円 

 

【具体的な目標】 

 上記の目的に基づき、木材産業関係事業体に対して運転資金を円滑に融通する

ことにより、当事業体の経営の合理化・高度化が推進され、県内木材産業の健全

な発展及び木材の円滑な供給体制の構築が図られる効果を見込んでいる。 

（出典：担当者提出資料から抜粋・加筆） 

 

【実施した監査手続】 

・担当者への質問 

・各種資料の閲覧 

 

【指摘事項又は意見事項】 

特記すべき事項なし。 
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・財政状態及び経営成績 
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（現状） 

公社が別荘借地人から受け取る共益費は、昭和 60 年代の分譲当初より、全て

の借地人との契約において 1 ㎡当たり 45 円／年が据え置きとなっている。共益

費は共用部分の管理コストであるから、物価水準の変動や近隣別荘地等の実情も

踏まえ、現状に即した価格に改変するべき性質のものと思われる。 

 

（問題点及び改善策） 

少なくとも借地人との契約においても見直しをする旨を織り込むべきであると

考える。撤退リスクも踏まえ慎重な判断は必要であるが、厳しい経営状況が続く

現状において、一営利企業としてはコストを回収できるための価格設定で交渉を

続けていくことが経済合理性のある行動である。 

 

NNoo..5533..  【意見事項】取締役会の承認決議について  

公社において、山梨県との重要な取引については取締役会の承認を経ること

が望ましい。  

 

（現状） 

公社の代表取締役は非常勤であり県の林政部の職員が兼任している。このため

県との受託業務契約等の重要な取引は、公社に不利な条件となるリスクをはらん

でいる。令和 3 年度に締結した今後 3 年間の管理契約は受託手数料が 0 円の契約

であるが、取締役会における決議がされていない。 

 

（問題点及び改善策） 

特に公社は山梨県以外に外部の出資者がいる株式会社である以上、会社への損

害を防止するため、取締役会の決議を経た方が望ましいと考える。 

 

山梨県の出資法人である「㈱清里の森管理公社」（以下「公社」とする。）は、

山梨県が県有林高度活用事業のひとつとして設置した保健休養施設「清里の森」

について、県との管理運営委託契約及び別荘借地人との一般管理契約等に基づ

き、別荘地区、センター施設地区を合わせた清里の森全体の管理運営にかかる業

務を実施している。具体的には下記のとおり施設の維持管理及び運営を実施して

いる。 

1．別荘地管理運営等業務 

別荘地内の道路及び付帯施設等の維持管理、道路・歩道の除雪、ごみの処

理、防犯等のための巡回パトロール、緑地管理等 

2．収益施設管理運営等業務 

テニスコート、パークゴルフ場、ディスクゴルフ場、売店及び食堂の管理運

営、テナント賃貸、別荘入居者への個別サービス、別荘仲介業務等 

3．文化振興施設管理運営等業務 

森の音楽堂、森の工房等文化振興施設の管理運営、センター施設地区内の道

路及び付帯施設等の維持管理、道路・歩道の除雪、芝生広場などの緑地管理

等 

 

分譲開始より別荘地運営について独立採算制を確立するために株式会社という

形で公社を設立し、県が直接管理委託をするスキームにしたものと考えられる。

なお他の公園のような公共施設に多く見られる指定管理制度は、分譲開始当時は

存在していなかった。 

 

【実施した監査手続】 

所管する県の林政部県有林課及び㈱清里の森管理公社より法人の概要をヒアリ

ングし、現地に往査して視察を行い業務の実施状況を確認する他、関連する書類

の閲覧や質問を行った。 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..5522..  【意見事項】経済情勢等に基づく共益費の見直しについて  

共益費は経済情勢等に応じて定期的に見直すべきである。  
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（現状） 

公社は令和 5 年度の出資法人経営評価結果の公表資料における決算資料（損益

計算書）において、役員報酬を給与手当に含めて表示している。なお同公表資料

においては役員報酬と給与手当をそれぞれの科目で別段表記している法人が大半

である。 

 

（問題点及び改善策） 

中小企業庁公表の「中小企業要領」における販売費及び一般管理費の明細の様

式でも、役員報酬は別段表記されている。役員報酬は委任契約に基づくもので雇

用契約に基づく従業員給与とは異なる性質のものである。 

県出資法人である以上、県民に対してマネジメントに関する負担を積極的に開

示する観点でも、両者を別段表記することが望ましいと考える。 

 

NNoo..5566..  【意見事項】支配比率に基づくカテゴリーについて  

出資法人経営評価において、自己株式の割合を排除した支配比率により法人

のカテゴリー分けをすることが望ましい。  

 

（現状） 

公社の発行済株式 200 株のうち県の所有株式は 90 株であり、その比率は 45％

（90 株/200 株）である。また発行済株式のうち 50 株は、平成 17 年に買い戻し

を行った自己株式である。自己株式は出資の払い戻しであるため、県の実質的な

出資比率は 60％（90 株/150 株）となる。 

 

（問題点及び対応策） 

山梨県のウェブサイト上で公表される令和 5 年度出資法人経営評価結果の概要

において、公社は出資比率「25～50％未満」のカテゴリーに含まれているが、上

記のとおりここでの出資比率は県の影響力を示すものであるから、県の実質的な

支配比率で判定し、「50％以上」のカテゴリーとするべきものと考える。 

  

NNoo..5544..  【意見事項】貸倒引当金の計上について  

未収の共益費債権の貸倒引当金について、債権の回収可能性を検討した上で

会計基準に従い、より実態に即した会計処理をすることが望ましい。  

 

（現状） 

滞留のある共益費債権については、督促により連絡が付く債務者と長期滞留に

よる強制退去に至っている債務者を分類し、前者には税務上の繰入率（6/1000）

を適用し、後者は債権額の 50％を引当計上している。前者の中には、共益費債権

が 5 年近く滞留している先も複数ある。 

 

（問題点及び改善策） 

長期滞留債権については、金融商品会計基準における「貸倒懸念債権」の「債

務の弁済がおおむね 1 年以上延滞している」（金融商品会計基準 27 項（2）、金融

商品実務指針 112 項）に該当するものと思われる。 

貸倒懸念債権は債務者の支払能力を総合的に判断することになる。一般事業会

社では簡便的に 50％を引き当てることが実務上の処理とされるが、いずれにして

も税務上の繰入率で一般債権と同様の処理とするのは引当が過少である。 

また後者の債務者は、県が滞納土地使用料や建物収去費用について債務名義を

取り執行手続中であり、県の回収状況を判断する限り、共益費債権の回収可能額

は限りなく 0 に近いものと考えられる。現状は貸倒懸念債権として 50％引当評価

としているが、債権の回収可能性を踏まえたより保守的な処理が会計理論上より

適切と考える。 

 

NNoo..5555..  【意見事項】役員報酬と給与手当の別段表記について  

外部に公表している決算書上、役員報酬は従業員の給与手当と別段表記すべ

きものと考える。  
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（３） 森林の公益的機能の維持増進に関する事業 

（４） 市町村や団体等が国内外で行う緑化活動を支援する

事業 

（５） 森林整備等の推進に用いることを目的とする募金活

動に必要な事業 

（６） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

基本財産 

（令和 6 年 3 月 31

日時点） 

投資有価証券 1,084,148 千円 

普通預金     1,097 千円 

計      1,085,246 千円 

 

＜内訳＞ 

 

 

 

 

（単位：千円）
銘柄 金額

第4回 東京電力パワーグリッド社債 100,109
第6回 東京電力パワーグリッド社債 20,120
第120回 利付国債 99,807
第120回 利付国債 10,187
第129回 利付国債 99,944
第164回 日本高速道路機構債 100,000
第139回 利付国債 29,893
第95回 日本高速道路機構債 99,890
第174回 日本高速道路機構債 99,907
第9回 利付国債 99,526
第148回 利付国債 10,000
第150回 利付国債 10,033
第27-5回 京都府債20年 100,375
ソフトバンクグループ無担保社債 5,016
ノムラグローバルファイナンス仕組債 100,000
第40回 東京電力パワーグリッド社債 94,489
第25回 みずほフィナンシャルグループ劣後社債 4,845
投資有価証券 計 1,084,148

銀行名 金額
㈱山梨中央銀行 県庁支店 1,097

普通預金 計 1,097
基本財産 計 1,085,246

（出典：令和5年度緑化推進機構事業報告書）

33..33..22..  公公益益財財団団法法人人山山梨梨県県緑緑化化推推進進機機構構  

 
【出資法人の概要等】 

（１）出資法人の概要 

法人名 公益財団法人山梨県緑化推進機構 

（以下「緑化推進機構」という。） 

所在地 山梨県甲府市丸の内 1-5-4 

設立年月日 平成 2 年 1 月 31 日 代表者 代表理事 鷹野裕司 

出捐金 400,006 千円 県出捐額 300,000 千円 

主な出捐者 

出捐順

位 
出捐団体名等 出捐額 出捐比率 

1 山梨県 300,000 千円 75% 

2 山梨県町村会 55,457 千円 14% 

3 甲府市 19,975 千円 5% 

 その他 24,574 千円 6% 

設立目的 緑化推進機構は、緑化事業の推進と緑化思想の高揚を図り、

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律（平成 7 年

法律第 88 号）第 2 条第 2 項に規定する緑の募金（以下「緑

の募金」という。）を推進することにより、緑豊かな県土づ

くりと国際緑化に寄与することを目的とする。 

設立の経緯 平成 2 年 1 月 31 日 （財）山梨県みどりの基金として設

立。 

平成 7 年 6 月 1 日 「緑の募金による森林整備等の推進に

関する法律」の施行に伴い「（財）山梨県緑化推進機構」

に改称。 

平成 23 年 1 月 4 日 「一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律」「一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

の施行に伴い、公益財団法人に移行。 

事業内容 緑化推進機構は、上記の設立目的を達成するため、次の事

業を行う。 

（１） 緑化活動の普及啓発に関する事業 

（２） 青少年等の緑化意識を醸成する事業 
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②役員等の状況 

 

 

 

（3）財務諸表の推移 

 

 

（単位：千円）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

流動資産 50,632 54,506 53,734
固定資産 1,098,868 1,098,687 1,099,820

（うち基本財産） 1,085,302 1,085,087 1,085,246
資産合計 1,149,500 1,153,194 1,153,555
流動負債 2,586 1,159 1,016
固定負債 - - 1,080
負債合計 2,586 1,159 2,096
指定正味財産 1,083,815 1,083,815 1,084,041
一般正味財産 63,098 68,220 67,416
正味財産合計 1,146,913 1,152,035 1,151,458
負債及び正味財産合計 1,149,500 1,153,194 1,153,555

（出典：各年度の緑化推進機構事業報告書）

科目

貸
借
対
照
表

 

（2）出資法人の組織の状況 

①組織図 
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（現状） 

固定資産に関しては、「公益財団法人山梨県緑化推進機構会計処理規程」の第 6

章に固定資産の範囲、取得価額、固定資産台帳、減価償却に関する記載はあるも

のの、基本財産、特定財産以外の固定財産については個別の管理規程等はなく、

年度末において固定資産の実査は行ってはいるが、その証跡は残していないとの

ことであった。 

また、固定資産台帳は、市販のパッケージソフトを使用して作成している。当

該固定資産台帳をもとに固定資産の実査を行ったところ、1 件の遊休資産（ノー

トパソコン）があることを確認した。 

 

（問題点及び改善策） 

基本財産、特定資産以外の「その他固定資産」については、金額も 3,493 千円

（令和 5 年度末）、件数も約 20 件程度と、重要性は乏しいとは思われるが、個別

に管理規程等を整備し、それに基づき、年度末に固定資産の実査を実施し、実査

の結果を固定資産台帳に残し、実査の結果、遊休資産等があった場合は適宜、廃

棄処分を行う等の対処が必要になると考えられる。 

  

 

 

【実施した監査手続】 

・関連資料の入手・閲覧 

・担当者への質問の実施 

・残高証明書等との突合 

 

【指摘事項又は意見事項】 

 

NNoo..5577..  【意見事項】固定資産の管理について  

固定資産に関して、個別に管理規程等を整備し、年度末に実施している実査に

ついては、実施したことの証跡を残し、遊休化しているものがあった場合には、

適宜、廃棄処分する必要があるものと考えられる。  

（単位：千円）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

一般正味財産増減の部 - - -
経常収益 70,150 74,697 69,938
経常費用 68,179 69,575 70,742
当期経常増減額 1,971 5,121 △ 803
経常外収益 - - -
経常外費用 - - -
当期経常外増減額 - - -
当期一般正味財産増減額 1,971 5,121 △ 803
一般正味財産期首残高 61,127 63,098 68,220
一般正味財産期末残高 63,098 68,220 67,416

指定正味財産増減の部 - - -
基本財産評価損益等 - - 226
基本財産運用益 - - 0
一般正味財産への振替額 - - -
当期指定正味財産増減額 - - 226
指定正味財産期首残高 1,083,815 1,083,815 1,083,815
指定正味財産期末残高 1,083,815 1,083,815 1,084,041

（出典：各年度の緑化推進機構事業報告書）
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ⅤⅤ．．利利害害関関係係  
 包括外部監査の対象としての特定の事件につき地方自治法第 252 条の 29 の規

定により記載すべき利害関係はない。 
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